
は じ め に

近年、経済の成長やモータリゼーションの進展など社会経

済情勢が変化し、食生活の変化や運動不足などにより引き

起こされる生活習慣病が、社会問題となっており、本市に

おきましても生活習慣病に関連する死因が全体の約６割を

占めています。

このような状況の中、本市では平成１５年に「健康ふじ

いでら２１」計画を策定し、その後平成２０年と平成２３

年の２回、計画の中間評価と内容の見直しを行ない、各関

係機関との連携により、健康づくりに関連する事業を展開してまいりました。

このたび、国の「健康日本２１」計画の最終評価が行われ、その第２次計画とし

て「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」が公表されまし

た。

これを受けて、本市におきましてもこれまでの取組や達成状況についての最終評

価を行い、「健康ふじいでら２１」の２次計画として、単に寿命が延びることでは

なく、一人一人のＱＯＬ（生活の質）を高め、健康寿命を延伸することに重点を置

き、「健康増進計画（第２次）・食育推進計画」を策定いたしました。

なお、本計画では基本理念を「誰もが健康で、生涯にわたり心豊かに過ごす」と

し、食生活・栄養の分野を食育推進法に基づく「食育推進計画」を包含するものと

位置づけています。

市民の皆様、関係機関の皆様には、本計画の推進にあたり、ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

最後に、藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員の皆様には、多くの貴重

なご意見をいただき、心から感謝申し上げます。

平成２６年３月  

藤井寺市長 國下 和男 
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第１章 基本的な考え方 

 １  計画策定の背景と目的 

我が国の平均寿命※は、世界でも高い水準にあり、この背景には、感染症などの急性期疾

患の激減や栄養状態の改善、医療技術の進歩などが挙げられます。一方で、経済の成長やモ

ータリゼーション※など社会環境の変化から、人々の生活習慣も変化し、がんや循環器疾患

などの「生活習慣病」が増加するなど疾病構造にも大きな変化が現れました。これらの疾患

は生命を奪うだけでなく、身体の機能や生活の質を低下させるものも多くあります。しかし、

こうした生活習慣病は予防できる疾病であることから、継続的に生活習慣を改善し、病気を

予防していくなど、一人一人が積極的に健康を増進していくことが重要となります。 

また、生活習慣や社会環境の改善を通して、子どもから高齢者まですべての人が希望や生

きがいをもちながら健やかで豊かに生活できる活力ある社会を実現することが求められて

います。 

生活習慣病予防には、食生活の改善が深くかかわっており、栄養の偏り、不規則な食事、

過度な痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存

の問題が生じています。さらに、ライフスタイルや価値観、ニーズの多様化などを背景に、

「食」を大切にする意識の希薄化や家族そろって食事をする機会の減少など、様々な問題が

生じており、「食」を取り巻く状況が大きく変化しています。 

今後、少子高齢化のさらなる進展によって超高齢社会を迎え、ますます医療費や介護費等

の社会的負担の増大が見込まれるなか、望ましい食生活と健康増進への取組により、生活習

慣病を予防し、健康寿命※を延伸することが求められています。 

以上のことから、社会環境の変化に対応しつつ、市民の健康増進施策のさらなる積極的な

推進を図ると同時に、食育活動を総合的に推進することで健康寿命の延伸につなげることを

目的に、本計画を策定します。 

※平均寿命：０歳の平均余命をいいます。

※モータリゼーション：自動車等が広く大衆に普及し、車社会が進展することをいいます。

※健康寿命：介護を受ける、病気で寝たきりになる等により、健康上の問題で日常生活が制限されること

なく生活できる期間と定義されています。
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【健康づくりの推進に向けた国や府の動向、市の計画策定の流れ】 

国においては、平成 12 年に「健康日本２１」が策定され、「すべての国民が健やかでこ

ころ豊かに生活できる活力ある社会」の実現をめざして、国民健康づくり運動を推進してき

ました。その後、平成15年に「健康増進法」が施行され、国民の健康づくり・疾病予防を

推進する根拠法が整備されました。 

そして、平成23年３月には、「健康日本２１」の最終評価が行われ、「健康日本２１（第

２次）」として、「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」が平成 24

年７月に公表されました。 

健康日本２１（第２次）における国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活

習慣病及び社会環境の改善 

大阪府においては、すべての府民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現をめ

ざす具体的な目標や行動方針を示すため「健康おおさか２１」が平成13年に策定され、府

民運動が推進されてきました。また、平成20年８月には、同計画の理念・運動目標・基本

方針を継承しつつ、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防・改善のための目

標項目を新たに加え、「大阪府健康増進計画」が策定され、平成 24 年度には、さらなる健

康増進に向けて「第２次大阪府健康増進計画」が策定されました。 

本市においては、「健康日本２１」や「健康おおさか２１」などの理念を踏まえ、整合性

を図り、平成15年に「健康日本２１」の地方計画として「健康ふじいでら２１」を策定し

ました。その後、平成 20 年と平成 23 年の２回、計画の中間評価と内容の見直しを行い、

各関係機関との連携により、健康づくりに関連する事業を実施しています。 

そこで、平成 25 年には、「健康ふじいでら２１」の第２次計画として新たな計画策定に

向け、市民を対象として意識調査を行いました。 
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【食育推進に向けた国や府の動向、市の食育推進に向けて】 

国においては、平成17年７月に食育を国民運動として推進していくことを目的とした「食

育基本法」が施行され、これに基づき「食育推進基本計画」が策定されました。また、平成

23年には、「生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進」、「生活習慣病の予

防及び改善につながる食育の推進」、「家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進」の

３つを重点課題とした「第２次食育推進基本計画」が策定され、周知から実践へと概念を新

たにした食育活動が推進されています。 

大阪府においても、平成 19 年に「大阪府食育推進計画」、平成 24 年に「第２次大阪府

食育推進計画」が策定され、その取組方針の１つとして、府民運動の推進が示されています。 

そこで本市では、国の「第２次食育推進基本計画」や大阪府の「第２次大阪府食育推進計

画」などの理念を踏まえ、「健康増進計画（第２次）」の策定にあわせ、「食育推進計画」を

策定し、両計画を推進することで、食育推進運動を展開することとします。 
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 ２  計画の考え方 

本計画の策定にあたっては、前計画の背景及び目標を踏まえ、国や府の動向、本市の健康

づくりに関する現状と課題、総合計画及び母子保健、高齢者福祉、介護予防、地域福祉等の

関連計画との整合性を図るため、４つの視点を掲げ、調査・分析、計画策定を行います。 

（１）計画策定のための視点   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 一次予防を重視します 本計画では、市民一人一人が「自分の健康は自分でつくる」

という観点に立ち、主体的に日常の生活習慣を改善し、健

康づくりに取り組むことにより疾病を予防する「一次予防」

を重視し、健康寿命の延伸をめざします。 

② 市民主体の健康づくり

運動を推進し、社会全体

で総合的に応援します 

本計画では、「Health Promotion（ヘルスプロモーション※）」

の考え方に基づき、市民が主体となった健康づくりに加え

て地域・行政・学校・企業などが一体となり、健康づくり

を支える環境づくりを推進します。また、市全体の市民運

動として、ソーシャルキャピタル※を推進していきます。 

③ ライフステージに応じ

た取組を進めます 

将来にわたり、健康で自立した生活を営むことをめざし、

妊娠出産期から高齢期までのそれぞれのライフステージに

おいて心身機能の維持向上に取り組みます。 

なお、ライフステージは以下の区分とします。 

・妊娠出産期、乳幼児期（0～5歳） 

・学童期（６～11歳） ・思春期（12～17歳） 

・青年期（18～39歳） ・壮年期（40～64歳） 

・高齢期（65歳以上） 

④ 母子保健、高齢者福祉、

介護予防、地域福祉等の

関連計画における重点

施策との調整を図りま

す 

・妊娠期から乳幼児期の一貫した健康対策を推進します。

【次世代育成計画】 

・心の健康づくりを進め、心身ともに元気な高齢者を増や

します。【第５期藤井寺市いきいき長寿プラン】 

・地域に密着した相談体制を充実させるとともに、身近な

相談先から専門相談機関までの連携を強化します。 

【第２期藤井寺市地域福祉計画】 

※ヘルスプロモーション：ＷＨＯ（世界保健機関）が 1986 年のオタワ憲章において提唱した 21世紀の健

康戦略で、「人々が自らの健康をコントロールし改善できるようにするプロセス」とされています。

※ソーシャルキャピタル：社会における相互信頼の水準や相互利益、相互扶助に対する考え方（規範）の

特徴をいいます。また、健康でかつ医療費が少ない地域の背景に、「いいコミュニティ」があることが

指摘されているため、地域のつながりの強化（ソーシャルキャピタルの水準を上げること）である「い

いコミュニティ」づくりは、健康づくりに貢献すると考えられています。
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 ３  計画の位置付け及び期間 

本計画は、健康増進法に定める市の「健康増進計画」として位置付けられ、「健康日本２

１（第２次）」や「第２次大阪府健康増進計画」の方針や目標を踏まえるとともに、本市の

地域特性や健康課題を捉えた総合的な健康づくり施策を推進するものです。なお、本計画は

上位計画である第四次藤井寺市総合計画との整合性を図るとともに、食育基本法の具体的な

取組を示す「食育推進計画」も包含するものと位置付けます。 

また、平成26年度から平成35年度の10年間を計画期間とし、期間の途中でも計画の

進捗状況等を踏まえた見直しを行います。 

図１ 計画の位置付け

第四次藤井寺市総合計画 

健
康
増
進
法

食
育
基
本
法

健康日本

２１（第２次）

第２次大阪府

健康増進計画

第２次食育

推進基本計画

第２次大阪府

食育推進計画

第５期藤井寺市いきいき長寿プラン 

藤井寺市次世代育成支援行動計画 

藤井寺市景観計画 

第２期藤井寺市特定健康診査等実施計画

第２期藤井寺市地域福祉計画 

藤井寺市障害福祉計画（第３期計画） 

藤井寺市障害者計画 

藤
井
寺
市
健
康
増
進
計
画
（
第
２
次
）
・
食
育
推
進
計
画

計画の考え方 

① 一次予防を重視します

② 市民主体の健康づくり運動を推進し、社会全体で総

合的に応援します

③ ライフステージに応じた取組を進めます

④ 母子保健、高齢者福祉、介護予防、地域福祉等の関

連計画における重点施策との調整を図ります
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第２章 藤井寺市の概要と健康を取り巻く現状と課題

 １ 藤井寺市の概要 

（１）地形         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

本市は、大阪平野の南東部に位置し、南は羽曳野市、西は松原市、北はおおむね大和川を

境に八尾市、東はおおむね石川を境に柏原市にそれぞれ接しています。市域は、面積8.89k㎡

で、府下33市中最も小さい市です。 

地形としては、羽曳野丘陵の北端に位置し、藤井寺・道明寺の東西２つの丘陵部とその間

の低地部で構成され、北に向かって緩やかに低くなっています。 

（２）景観        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

本市が位置する石川と大和川との合流点の西側には、段丘地形が発達しています。ここに

は大小さまざまな古墳が築かれており、古市古墳群と呼ばれています。 

現在でも多くの古墳を目にすることができ、街の中に古墳が点在する豊かな歴史的環境は、

本市の特徴の一つとなっています。また、古墳の樹林は、日常生活におけるみどりの景観形

成にもなっています。 
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 ２  統計からみる現状 

（１）人口・世帯の状況    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 人口の推移 

総人口は、平成21年から平成23年にかけてわずかに増加していますが、平成24年以

降は減少し、平成 25 年には 66,450 人となっています。また、年齢 3 区分の人口割合を

みると、年々、65歳以上の割合は増加、0～14歳、15～64歳の割合は減少しています。 

図２ 総人口及び年齢３区分人口割合の推移

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）
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22.2 22.6 22.9 23.9 24.9

61.662.363.263.363.6
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（％） （人）
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年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）
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② 一般世帯※の状況 

一般世帯数は年々増加しており、平成25年には28,500世帯となっています。 

図３ 世帯数の推移

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

家族類型別世帯構成の割合では単身世帯の占める割合が増加しており、平成22年では世

帯数のうち約３割が単身世帯となっています。 

図４ 家族類型別世帯構成割合の推移

資料：国勢調査

※一般世帯：国勢調査において、総世帯数のうち施設等の世帯（病院・治療所の入院者、社会施設の入所

者など）以外の世帯をいいます。
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（２）出生・死亡の状況    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 出生数 

出生数は、増減を繰り返しながら500人以上600人未満で推移しています。 

図５ 出生数の推移

資料：大阪府主要健康福祉データ

② 母親の年齢別出生割合 

母親の年齢別出生割合をみると、20歳未満での若年出産の割合は、1.5％前後で推移して

いますが、35歳以上での高齢出産の割合は、増加しており、平成23年度では、23.2％と

なっています。 

図６ 母親の年齢別出生割合の推移

資料：大阪府主要健康福祉データ
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③ 低出生体重児の状況 

低出生体重児の出生数は、平成 23 年に減少に転じ、45 人となっています。低出生体重

児のうち、極低出生体重児の出生数は、５人前後で推移しています。また、全体出生数の

514人に占める低出生体重児の割合は、8.8％となっています。 

図７ 低出生体重児（2,500ｇ未満）、極低出生体重児（1,500ｇ未満）の推移

資料：大阪府主要健康福祉データ
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④ 死因別死亡割合 

死因別死亡割合をみると、男女ともに悪性新生物が最も高く、次いで心疾患、脳血管疾患

と続いています。 

次に、生活習慣病に関連する死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、腎不全）

をみると、合計で59.9％と、約６割を占めており、男性で60.3％、女性で55.8％と男性

が高くなっています。 

図８ 死因別死亡割合（平成 22 年） 

資料：大阪府主要健康福祉データ
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⑤ 主要死因別標準化死亡比 

大阪府平均を1.00とした主要死因別標準化死亡比の状況をみると、虚血性心疾患では男

女ともに1.21と大阪府平均を上回っています。その他、女性は脳出血1.18、糖尿病1.07、

脳梗塞1.02で大阪府平均を上回っています。 

図９ 主要死因別標準化死亡比（平成 17～21 年） 

資料：人口動態統計特殊報告

⑥ 市国民健康保険における医療費 

市国民健康保険における医療費についてみると、受療者数の上位５疾患は、高血圧性疾患

が 2,162 人と最も多くなっており、次いで内分泌・栄養及び代謝疾患、糖尿病、精神疾患

が700人代で続いています。また、診療報酬点数の上位５疾患は、悪性新生物が4,687,405

点と最も高く、次いで精神疾患が2,464,961点となっています。 

表１ 市国民健康保険における医療費（平成 24 年） 

【受療者数】                 【診療報酬点数】 

疾患名 人数 疾患名 点数 

１ 高血圧性疾患 2,162  １ 悪性新生物 4,687,405

２ 内分泌・栄養及び代謝疾患注１ 789  ２ 精神疾患注２ 2,464,961

３ 糖尿病 774  ３ 糖尿病 2,155,887

４ 精神疾患注２ 703  ４ 脳血管疾患 1,655,570

５ 悪性新生物 453  ５ 心疾患 1,626,017

資料：診療報酬明細書（６月診療分）

＊ここでは、特に本計画に関係する疾患に着眼し、集計しています。

注１）糖尿病は、別に計上しているため、ここには含んでいません。

注２）ここでは、精神疾患のうち、統合失調症や気分［感情］障害等、心の健康が誘引する疾患のみ計上

しています。
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⑦ 平均寿命と健康寿命 

本市の平均寿命は、平成22年で男性 79.3 歳、女性 85.8 歳となっており、全国平均を

下回っています。特に女性の平均寿命は、全国平均に比べて0.6 歳下回っています。 

図 10 平均寿命と健康寿命のイメージ 

誕生        平均寿命            死亡 

図 11 平均寿命（平成 22年） 

資料：大阪府
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また健康寿命は、男性77.99歳、女性82.18歳となっており、男性は府に比べ長くなって

います。 

表２ 健康寿命（平成 22 年） 

平均余命※

(A)

日常生活動作が自立

している期間の平均

（健康寿命） (B)

不健康な期間の平均

(A-B) 

（年） （年） （年） 

大阪府 
男性 79.06 77.43 1.63 

女性 85.90 82.26 3.63 

藤井寺市
男性 79.65 77.99 1.66 

女性 85.85 82.18 3.67 

資料：大阪府

※平均余命：基準となる年の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が平均的に今後何

年生きられるかという期待値を表したもので、ここでは０歳を基準としています。
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（３）児童・生徒の健康状況    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 幼児のう歯保有者率 

幼児のう歯保有者率は、１歳６か月児、２歳６か月児、３歳６か月児と年齢が高くなるに

つれて高くなっており、平成24年度には、１歳６か月児で2.6％、２歳６か月児で10.2％、

３歳６か月児で23.4％となっています。 

図 12 幼児のう歯保有者率の推移 

資料：健康課

② 児童のう歯保有者率（小学６年生） 

児童のう歯保有者率は、減少傾向にありましたが、平成24年度に増加に転じ、39.6％と

なっています。 

図 13 児童のう歯保有者率の推移 

資料：藤井寺市学校保健調査結果
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③ 肥満傾向のある児童・生徒 

肥満傾向のある児童・生徒数の推移をみると、肥満傾向のある小学生は、平成20年度以

降、100人強で推移しており、全体の３％程度となっています。 

また、肥満傾向のある中学生は、平成21年度以降60人代で推移しており、全体の５％

程度となっています。 

図 14 肥満傾向のある児童・生徒数の推移 

資料：藤井寺市学校保健調査結果

図 15 肥満傾向のある児童・生徒割合の推移 

資料：藤井寺市学校保健調査結果
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（４）高齢者の状況      ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 要介護等認定率 

要介護等認定率は、平成 20 年以降増加しており、平成 24 年には 20.8％となっていま

す。 

図 16 要介護等認定率の推移 

資料：介護保険事業報告（各年９月末現在）

② 要介護度別要介護等認定者数 

要介護度別要介護等認定者数は、平成20年以降増加しており、平成24年の要支援１と

要支援２の認定者数をあわせると要介護認定者数の35.9％を占めています。 

図 17 要介護度別要介護等認定者数の推移 

資料：介護保険事業報告（各年９月末現在）
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（５）健康診査等の受診状況    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 乳幼児健診の受診状況 

乳幼児健診の受診状況をみると、４か月児、１歳６か月児、２歳６か月児、３歳６か月児

の健診受診率はいずれも 80％を超えています。特に、４か月児、１歳６か月児健診の受診

率は高く、ほぼ100％に近い受診率となっています。 

図 18 乳幼児健診の受診率の推移 

資料：健康課

② 各種がん検診の受診状況 

各種がん検診は、平成 21 年度より乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポン券、平成 24

年度からは、大腸がん検診無料クーポン券を配布したことにより、受診率の上昇につながっ

ていることがうかがえ、乳がん検診、子宮がん検診は平成 22 年度以降、20％を超える受

診率で推移しています。一方、胃がん検診と肺がん検診の受診率は、平成21年以降、年々

低下しており、平成24年度では、胃がん検診が12.1％、肺がん検診が14.2％の受診率と

なっています。

図 19 各種がん検診受診率の推移 

資料：健康課
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③ 成人歯科健診の受診状況 

成人歯科健診は、40～50歳及び55歳、60歳、65歳、70歳の市民を対象に実施して

います。受診者数の推移をみると、平成21年度以降年々増加していましたが、平成23年

度、平成24年度では、950人前後と横ばいに推移しています。 

図 20 成人歯科健診受診者数の推移 

資料：健康課
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（６）疾病構造、受療状況（国保レセプトより）  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 医療費と一人あたり医療費 

国民健康保険の医療費の推移をみると、医療費、１人あたり医療費ともに平成21年以降

増加しており、平成24年６月審査分（５月診療分１か月間）では、医療費は約３億６千万

円、１人あたり医療費は約1万９千円となっています。 

図 21 医療費と一人あたり医療費の推移 

資料：診療報酬明細書（各年６月審査分）

② 主要疾病別被保険者１人あたり医療費 

主要疾病別被保険者１人あたり医療費について、他市と比較してみると、本市は心疾患に

よる医療費が近隣市の中で、最も高くなっています。 

図 22 主要疾病別被保険者１人あたり医療費 他市比較 

資料：大阪府 行動変容実態調査（平成 23 年５月診療分） 

307,470 301,697
318,767

350,456
363,540

15,26515,404 16,251
17,979 18,735

0

100,000

200,000

300,000

400,000

平成20年度 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

0

10,000

20,000

30,000

40,000
(千円) (円)

78.6 82.2
77.1

156.7

181.5

108.9

126.1 130.8

107.1102.6

106.0

151.5

102.5
90.7

145.7
131.0

132.2

156.4

127.5

165.8
161.1

187.1

152.6 133.1

125.5

103.1
94.7

85.0

110.5 117.3

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

松原市 羽曳野市 藤井寺市 富田林市 河内長野市 大阪狭山市

（点）

脳卒中 心疾患

糖尿病・内分泌代謝疾患 腎不全

高血圧・動脈硬化

医療費（千円） １人あたり医療費（円）



21

③ 特定健診の受診状況 

平成20年度より、生活習慣病の主な要因と言われるメタボリックシンドローム対策とし

て、40歳～74歳を対象とした特定健診が導入されました。 

なお、市国民健康保険加入者の受診率は府を上回り、34％前後で推移しています。 

図 23 特定健診受診率の推移 

資料：大阪府 行動変容実態調査 

④ メタボリックシンドローム該当者・予備群の出現率 

特定健診の受診者のうち、メタボリックシンドローム該当者の出現率は、平成21年度以

降増加傾向にあります。また、メタボリックシンドローム予備群の出現率は、平成20年度

以降減少していましたが、平成23年度はやや増加しており、メタボリックシンドローム該

当者と予備群をあわせると約３割となっています。 

図 24 メタボリックシンドローム該当者・予備群の出現率の推移 

資料：第２期藤井寺市特定健康診査等実施計画 
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 ３ アンケート結果からみる市民の健康状況 

本計画の策定にあたって、平成25年に市民を対象とした「健康についてのアンケート」

を実施し、市民の健康や生活習慣の実態などを把握しました。この調査の概要を以下にまと

めます。 

①調査対象者 

・幼児保護者：幼児健診の対象となるお子さんの保護者

・小学生：小学校５年生

・中学生：中学校２年生

・成 人：20歳以上（無作為抽出）

②調査方法 

・幼児保護者：直接配布、直接回収

・小学生

・中学生   郵送配布、郵送回収

・成 人

③調査期間 

・平成 25年 10 月～11 月

④回収の結果 

配布数 回収数 有効回収数 

幼児保護者 177 件 177 件 100.0％

小学生 588 件 354 件 60.2％

中学生 675 件 346 件 51.3％

成人 1,200 件 672 件 56.0％

⑤調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示しています。ま

た、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100％にならな

い場合があります。

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率である

かという見方になるため、回答比率の合計が 100％を超える場合があります。

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合

計と単純集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のも

のに網かけをしています。（無回答を除く）
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N =

177 91.0 5.6

1.7 1.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

177 39.0 59.9

1.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１）食生活・栄養     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【幼 児】 

食事の摂取状況についてみると、食事の時間は「決まっている」が 39.0％となっていま

す。 

図 25 食事の時間 

また、朝食の摂取頻度は「毎日食べている」が91.0％となっており、欠食率（「週に３～

５回食べている」と「週に１～２回食べている」、「ほとんど食べていない」の合計）は9.0％

となっています。 

図 26 朝食の摂取頻度 

【小学生】 

肥満度※をみると、約８割が「標準」となっています。 

また、男子の4.5％に比べて、女子が6.6％と「痩身傾向児」が高い一方で、「肥満傾向児」

（「軽度肥満傾向児」と「中等度肥満傾向児」、「高度肥満傾向児」の合計）は男子の7.0％に

比べて、女子では8.6％と高くなっています。 

図 27 肥満度【性別】 

※肥満度：肥満度(過体重度)(％)＝（実測体重(kg)－身長別標準体重(kg)）／身長別標準体重(kg)×100

でもとめられます。ここでは、肥満度が 20％以上であれば肥満傾向とし、20％以上 30％未満を軽度、

30％以上 50％未満を中等度、50％以上を高度の肥満、－20％以下を痩身傾向と判定します。

N =
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女　子 196 6.6
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80.6
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6.1

3.2
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1.5
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2.3

1.0

0.6

0.8

5.6

7.7

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

痩身傾向児 標準 軽度肥満傾向児

中等度肥満傾向児 高度肥満傾向児 無回答

決まっている だいたい決まっている 決まっていない 無回答

週に３～５回食べている

ほとんど食べていない

毎日食べている

週に１～２回食べている

無回答
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現在の体重の肥満度別に、理想体重の肥満度をみると、現在が“痩身傾向児”にもかかわ

らず、「痩身傾向児」に該当する体重を理想体重としている人が５割となっています。 

また、現在が“中等度肥満傾向児”にもかかわらず、「軽度肥満傾向児」または「中等度

肥満傾向児」に該当する体重を理想体重としている人はあわせて25.0％となっています。 

図 28 理想体重の肥満度【現在の肥満度別】 

食事の摂取状況についてみると、１日３回の食事の摂取頻度では、「毎日食べている」は、

90.7％となっています。また、「週に４～５日食べている」は4.8％、「週に２～３日食べて

いる」は2.5％となっており、「食べていない」が1.4％となっています。 

図 29 １日３回の食事の摂取頻度 
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無回答

N =

354 90.7 4.8

2.5 1.4

0.6
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朝食の摂取頻度では、毎日摂取する人が89.０％となっており、欠食率（「週に４～５日食

べている」と「週に２～３日食べている」、「食事をとらない」の合計）は9.0％となってい

ます。朝食を欠食する理由は、朝食欠食者32人のうち14人が「時間がないから」と回答

しています。 

また、就寝時間別にみると、21時～22時前に就寝する人では、「毎日食べる」が97.1％

である一方、22 時以降に就寝する人では、就寝時間が遅くなるほど、欠食率が高くなる傾

向にあり、24時以降に就寝する人の欠食率は、45.5％と高くなっています。 

図 30 朝食の摂取頻度【就寝時間別】 

表３ 朝食を欠食する理由 

単位：上段 件、下段 ％
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そ
の
他

無
回
答

全 体 32 
14 8 0 1 1 8

43.8 25.0 0.0 3.1 3.1 25.0

共食の状況をみると、３食のうち１食以上は共食している人（「３食をいつも一緒に食べ

る」と「３食のうち１食以上は一緒に食べる」の合計）が約９割となっています。 

図 31 共食の状況 

N =
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0.6
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毎日食べる 週に４～５日食べている

週に２～３日食べている 食事をとらない

無回答

３食をいつも一緒に食べる ３食のうち１食以上は一緒に食べる

３食のうちいずれかを週に２～３日一緒に食べる ひとりで食べる

その他 無回答
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【中学生】

肥満度をみると、８割以上が「標準」となっています。 

また、「痩身傾向児」は男子の 4.8％に比べて、女子が 6.6％となっている一方で、「肥満

傾向児」（「軽度肥満傾向児」と「中等度肥満傾向児」、「高度肥満傾向児」の合計）は男子の

3.6％に比べて、女子が5.0％と高くなっています。 

図 32 肥満度【性別】 

さらに、現在の体重の肥満度別に、理想体重の肥満度をみると、現在が“痩身傾向児”に

もかかわらず、「痩身傾向児」に該当する体重を理想体重としている人が４割となっていま

す。 

また、現在が“中等度肥満傾向児”の全員が、「標準」に該当する体重を理想体重として

います。 

図 33 理想体重の肥満度【現在の肥満度別】 

痩身傾向児 標準 軽度肥満傾向児

中等度肥満傾向児 高度肥満傾向児 無回答
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食事の摂取状況として、１日３回の食事の摂取頻度をみると、「毎日食べている」は85.0％

となっています。 

一方、「週に４～５日食べている」は 6.9％、「週に２～３日食べている」は 4.3％となっ

ており、「食べていない」が3.2％となっています。 

図 34 １日３回の食事の摂取頻度 

次に、朝食の摂取頻度をみると、「毎日」摂取する人が85.8％となっており、欠食率（「４

～５日程度」と「２～３日」、「とらない」の合計）は14.1％となっています。 

朝食の摂取頻度を就寝時間別にみると、22 時前に就寝する人は、「毎日」摂取する人が

100％である一方、24時以降に就寝する人では、「毎日」摂取する人が74.8％と低く、欠

食率は25.2％となっています。 

図 35 朝食の摂取頻度【就寝時間別】 

インスタント麺類を食べる頻度については、約４割の人が、週２～３回以上（「毎日２回

以上」と「毎日１回」、「週４～５回」、「週２～３回」の合計）食べています。 

図 36 インスタント麺類を食べる頻度 

毎日食べている 週に４～５日食べている

週に２～３日食べている 食べていない

無回答

N =

346 85.0 6.9 4.3

3.2

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日 ４～５日程度 ２～３日 とらない 無回答

N =

346

1.2 3.5

34.4 59.0 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日２回以上 毎日１回 週４～５回

週２～３回 ほとんど食べない 無回答

N =

全  体 346

22時前 11

22時～23時前 56

23時～24時前 159

24時以降 115 74.8

91.8

91.1

100.0

85.8

11.3

4.4

5.4

6.6

8.7

1.9

1.8

4.3

5.2

1.9

1.8

3.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【成 人】 

肥満度についてみると、ＢＭＩ※の「やせ」は8.8％、「標準」は70.1％、「肥満」が18.0％

となっています。 

また、性年代別でみると、女性の 20 歳代、40 歳代で「やせ」が約２割となっている一

方、男性では、「肥満」が40歳代で31.6％、50歳代で41.2％となっています。 

図 37 ＢＭＩ【性年代別】 

適正体重の正しい認識として、現在のＢＭＩ別に、理想体重とするＢＭＩの割合をみると、

現在が“やせ”にもかかわらず、「やせ」に該当する体重を理想体重としている人が44.1％

となっています。また、現在のＢＭＩが“肥満”にもかかわらず、「肥満」に該当する体重

を理想体重としている人が22.3％となっています。 

図 38 理想体重のＢＭＩ【現在のＢＭＩ別】 

※ＢＭＩ：Body Mass Index（肥満指数）の略で、統計的にもっとも病気にかかりにくいＢＭＩ22を標準

とし、25以上を肥満としています。ＢＭＩ＝体重[㎏]÷（身長[m]×身長[m]）で計算できます。

やせ（18.5未満） 標準 肥満（25.0以上） 無回答

N =

全  体 672

男性　20歳代 38

　　　　30歳代 33

　　　　40歳代 38

　　　　50歳代 51

　　　　60歳代 65

　　　　70歳以上 79

女性　20歳代 47

　　　　30歳代 49

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 64

　　　　60歳代 76

　　　　70歳以上 69 11.6

10.5

9.4

19.2

14.3

17.0

6.3

1.5

2.6

13.2

8.8

63.8

72.4

81.3

67.3

75.5

72.3

73.4

76.9

58.8

60.5

78.8

65.8

70.1

21.7

14.5

9.4

9.6

8.2

8.5

17.7

20.0

41.2

31.6

21.2

21.1

18.0

2.9

2.6

3.8

2.0

2.1

2.5

1.5

5.3

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 672

やせ（18.5未満） 59

標準 471

肥満（25.0以上） 121

6.4

44.1

8.5

74.4

91.7

54.2

83.2

22.3

0.2

4.2

3.3

1.7

1.7

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ（18.5未満） 標準 肥満（25.0以上） 無回答
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体重維持またはダイエットへの取組の有無では、48.2％の人が「したことがない」と答え

ています。 

これを現在のＢＭＩ別にみると、「過去にしたことがあるが､その体重を維持できていな

い」は“標準”の人は11.9％、“やせ”の人は該当がない一方、“肥満”の人は33.1％と高

くなっています。 

図 39 体重維持またはダイエットに取り組んでいることの有無【現在のＢＭＩ別】 

さらに、適正体重を維持するために必要な食事量の認知度についてみると、「知っている」

人は30.8％、性別では男性で26.9％、女性で33.7％となっています。 

図 40 適正体重を維持するために必要な食事量の認知度【性別】 

N =

全  体 672

やせ（18.5未満） 59

標準 471

肥満（25.0以上） 121 34.7

49.3

72.9

48.2

30.6

24.8

10.2

24.4

0.8

13.0

15.3

10.6

33.1

11.9

15.2

0.8

1.1

1.7

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

したことがない

現在している

過去にしたことがあり､ その体重をおおよそ維持している

過去にしたことがあるが､ その体重を維持できていない

無回答

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 33.7

26.9

30.8

59.1

66.9

62.5

7.2

6.2

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
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一方で、低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）について年代別でみると、20歳代は36.5％、30

歳代は41.5％と他の年代に比べて高くなっています。なお、65歳以上の低栄養傾向の割合

は23.2％となっています。 

図 41 低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）【年代別】 

食事の摂取頻度についてみると、朝食を「毎日」とる人は 83.8％となっており、朝食欠

食率（「４～５日程度」と「２～３日」、「とらない」の合計）は14.1％となっています。ま

た、昼食を「毎日」とる人は89.9％、夕食を「毎日」とる人は94.8％となっています。 

図 42 食事の摂取頻度 

低栄養傾向（ＢＭＩ20以下） 低栄養傾向でない 無回答

N =

全  体 672

20歳代 85

30歳代 82

40歳代 90

50歳代 115

60～64歳 66

65歳以上 224 23.2

12.1

19.1

26.7

41.5

36.5

25.4

74.6

84.8

80.9

68.9

57.3

62.4

71.4

2.2

3.0

4.4

1.2

1.2

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日 ４～５日程度 ２～３日 とらない 無回答

N = 672

83.8

89.9

94.8

5.2

3.9

1.6 1.3

2.7

3.7

1.2

5.2

2.4

2.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

朝　食

昼　食

夕　食



31

朝食の摂取頻度を性年代別にみると、男性の60歳代と女性の50歳以上で、朝食を「毎

日」とる人が9割以上と高くなっています。 

一方、朝食欠食率は、男性では20歳代42.1％、30歳代51.6％、女性では20歳代で

40.4％と他の年代に比べて高くなっています。 

図 43 朝食の摂取頻度【性年代別】 

食事内容についてみると、栄養バランスを「とれていると思う」が 37.4％となっていま

す。これをＢＭＩ別でみると、“やせ”では栄養バランスが「とれていると思う」が42.4％

と、“標準”の38.0％、“肥満”の34.7％に比べて高くなっています。 

図 44 栄養バランスの状況【現在のＢＭＩ別】 

とれていると思う 少しは、とれていると思う

とれていると思わない 無回答

N =

全  体 672

やせ（18.5未満） 59

標準 471

肥満（25.0以上） 121 34.7

38.0

42.4

37.4

47.1

48.8

45.8

47.9

17.4

11.9

10.2

12.9

0.8

1.3

1.7

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 672

男性　20歳代 38

　　　　30歳代 33

　　　　40歳代 38

　　　　50歳代 51

　　　　60歳代 65

　　　　70歳以上 79

女性　20歳代 47

　　　　30歳代 49

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 64

　　　　60歳代 76

　　　　70歳以上 69 91.3

94.7

90.6

88.5

85.7

59.6

86.1

93.8

84.3

89.5

48.5

57.9

83.8

1.3

3.1

3.8

2.0

21.3

3.8

1.5

7.8

2.6

18.2

10.5

5.2

1.4

2.6

1.6

1.9

4.1

8.5

2.5

3.9

5.3

15.2

7.9

3.7

1.3

3.1

5.8

6.1

10.6

1.3

3.1

3.9

2.6

18.2

23.7

5.2

7.2

1.6

2.0

6.3

1.5

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日 ４～５日程度 ２～３日 とらない 無回答
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栄養バランスがとれない理由

は「料理のレパートリーが少な

い」が、35.0％と最も高くなっ

ています。 

野菜を食べる頻度については、「毎食食べる」人が35.7％となっています。 

図 46 野菜を食べる頻度 

また、1日に食べる野菜の量は、「2皿」以内が69.2％となっており、５皿以上食べる人

は、3.9％に留まっています。 

図 47 １日に食べる野菜の量（70ｇを１皿） 

次に、野菜不足の認識では、50.6％の人が不足していることを実感しています。 

図 48 野菜不足の認識 

N =

672

3.4

35.0 30.8 14.1 5.5 3.9 7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N = 409 ％

バランスをとる必要があると
思わない

食べ物の好き嫌いがある

家族の協力がない

お金がかかる

料理を作るのが面倒である

料理のレパートリーが少ない

外食が多い

その他

無回答

5.1

24.9

4.9

14.9

19.3

35.0

16.9

15.4

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

図 45 栄養バランスがとれない理由

N =

672 35.7 37.6 21.6

3.3

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎食食べる １日に１～２回食べる 週３～４回食べる

ほとんど食べない 無回答

N =

672 50.6 47.8 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不足していると思う 不足していると思わない 無回答

０皿 １皿 ２皿 ３皿 ４皿 ５皿以上 無回答
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野菜不足の理由は「野菜

料理のレパートリーが少な

い」が、41.5％と最も高く

なっています。 

食品類別の食べる頻度をみると、52.7％の人が乳製品を「ほとんど毎日」、37.2％の人が

肉類を「２日に１回」、41.4％の人が魚介類を「週に１～２回」食べています。 

図 50 食品類別の食べる頻度 

次に、普段食べている煮物や味噌汁などの味付けでは、味付けが「濃い」と自覚している

人が、10.9％となっています。 

図 51 普段食べている煮物や味噌汁などの味付け 

ほとんど毎日 ２日に１回 週に１～２回

ほとんど食べない 無回答

N =

672 10.9 71.0 17.3 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

濃い 普通 薄い 無回答

N = 340 ％

必要と思わない

自分があまり好きでない

家族があまり好きでない

お金がかかる

作るのが面倒である

外食が多い

野菜料理のレパートリーが少ない

その他

無回答

1.2

19.1

6.5

17.6

24.4

14.4

41.5

14.7

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

図 49 野菜不足の理由

N = 672

23.1

12.2

25.7

6.4

52.7

37.2

39.7

27.4

28.1

22.2

14.4

33.3

41.4

36.8

32.0

50.9

20.7

15.8

29.9

9.4

3.7

2.1

5.5

5.7

2.8

4.8

3.0

4.3

4.5

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

卵

脂っこいもの

乳製品

肉類

魚介類

大豆類
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インスタント麺類を食べる頻度では、「ほとんど食べない」が60.6％と最も高い一方、３

割を超える人が週２～３回以上食べています。 

図 52 インスタント麺類を食べる頻度 

さらに、間食をとる頻度についてみると、「２～３日」が24.4％と最も高く、次いで「毎

日」が22.0％、「とらない」が20.4％となっています。 

また、性年代別にみると、女性の20歳代と30歳代、50歳代で、週に4日以上とる割

合（「毎日」と「４～５日程度」の合計）が 5 割以上となっています。一方、男性の 20 歳

代、70歳以上では２割未満となっています。 

図 53 間食をとる頻度【性年代別】 

毎日 ４～５日程度 ２～３日 とらない 無回答

N =

全  体 672

男性　20歳代 38

　　　　30歳代 33

　　　　40歳代 38

　　　　50歳代 51

　　　　60歳代 65

　　　　70歳以上 79

女性　20歳代 47

　　　　30歳代 49

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 64

　　　　60歳代 76

　　　　70歳以上 69 29.0

31.6

39.1

32.7

24.5

23.4

12.7

7.7

21.6

15.8

9.1

5.3

22.0

8.7

10.5

18.8

15.4

30.6

31.9

3.8

12.3

9.8

13.2

15.2

13.2

14.1

8.7

28.9

26.6

34.6

40.8

31.9

10.1

21.5

11.8

34.2

39.4

26.3

24.4

10.1

11.8

10.9

11.5

2.0

12.8

26.6

33.8

41.2

21.1

33.3

44.7

20.4

43.5

17.1

4.7

5.8

2.0

46.8

24.6

15.7

15.8

3.0

10.5

19.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

672

0.3 1.9 2.7

26.6 60.6 7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日２回以上 毎日１回 週４～５回程度

週２～３回 ほとんど食べない 無回答
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次に、食生活の改善意欲の有無についてみると、「十分にある」の35.6％と「まあまああ

る」の50.4％をあわせた86.0％の人が改善意欲をもっています。 

これを性別でみると、男性の83.3％に比べて、女性は89.2％と高くなっています。 

図 54 食生活の改善意欲の有無【性別】 

食育の関心度では、関心のある人の割合（「関心がある」と「どちらかといえば関心があ

る」の合計）は、64.0％となっています。 

図 55 食育の関心度 

また、栄養成分表示の活用状況については、「参考にしている」が 18.3％、「見たことは

ある」が51.5％、「見たことがない」が29.6％となっています。 

図 56 栄養成分表示の活用状況 

N =

672 18.3 51.5 29.6 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参考にしている 見たことはある 見たことがない 無回答

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 37.0

34.1

35.6

52.2

49.2

50.4

8.6

15.1

11.5

1.7

1.6

1.6

0.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分にある まあまあある あまりない まったくない 無回答

N =

672 25.3 38.7 15.5 8.6 10.9 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある
どちらかといえば関心がない
わからない

どちらかといえば関心がある
関心がない
無回答
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さらに、「食事バランスガイド」の認知度では、「知っている」が39.1％となっています。 

これを「食育」の関心度別でみると、食育への関心がない人で「知っている」は 15.5％

となっている一方、関心がある人では「知っている」が62.4％と高くなっています。 

図 57 「食事バランスガイド」の認知度【「食育」の関心度別】 

「食事バランスガイド」の活用状況では、参考にしている人の割合（「ほぼ毎食参考にし

ている」と「毎日１食は参考にしている」の合計）が15.6％となっています。 

図 58 「食事バランスガイド」の活用状況 

N =

全  体 672

関心がある 170

どちらかといえば関心がある 260

どちらかといえば関心がない 104

関心がない 58

わからない 73 16.4

15.5

26.0

41.5

62.4

39.1

83.6

84.5

73.1

57.7

36.5

59.7

1.0

0.8

1.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

N =

263 5.3 10.3 36.5 45.2 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎食参考にしている 毎日１食は参考にしている

時々参考にしている ほとんど参考にしない

無回答



37

自ら料理をつくる頻度は、「毎日」が 41.2％となっており、「週４～５日程度」の 7.4％

と「週２～３日」の8.8％、「週1日ぐらい」の10.0％をあわせると、つくる人が６割を超

えています。 

これを「食育」の関心度別にみると、関心がない人で「毎日」は 25.9％となっています

が、関心がある人では60.0％と高くなっています。 

図 59 自ら料理をつくる頻度【「食育」の関心度別】 

次に、食への感謝の気持ちを表す「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつでは、「い

つも言う」は47.5％となっており、「ほとんど言わない」が20.2％となっています。 

さらに、「食育」の関心度別にみると、「いつも言う」は、関心のない人では 36.2％とな

っていますが、関心のある人では60.0％と高くなっています。

図 60 「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつ【「食育」の関心度別】 

毎日 週４～５日程度 週２～３日

週１日ぐらい 全くつくらない 無回答

N =

全  体 672

関心がある 170

どちらかといえば関心がある 260

どちらかといえば関心がない 104

関心がない 58

わからない 73 27.4

25.9

26.9

42.3

60.0

41.2

9.6

5.2

2.9

8.8

8.2

7.4

12.3

8.6

7.7

8.8

7.6

8.8

1.4

10.3

14.4

12.7

7.1

10.0

49.3

50.0

48.1

26.9

15.3

31.8

0.4

1.8

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも言う ときどき言う ほとんど言わない 無回答

N =

全  体 672

関心がある 170

どちらかといえば関心がある 260

どちらかといえば関心がない 104

関心がない 58

わからない 73

47.5

60.0

45.8

41.3

36.2

45.2

29.6

25.9

35.0

28.8

22.4

24.7

20.2

9.4

17.7

26.9

41.4

27.4

2.7

4.7

1.5

2.9

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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共食の状況では、「３食をいつも一緒に食べる」が21.0％、「３食のうち１食以上は一緒

に食べる」が48.1％となっています。 

図 61 共食の状況 

また、「地産地消」の認知度は、63.1％となっており、「食育」の関心度別では、関心がな

い人では46.6％となっていますが、関心がある人では70.6％と高くなっています。 

図 62 「地産地消」の認知度【「食育」の関心度別】 

N =

全  体 672

関心がある 170

どちらかといえば関心がある 260

どちらかといえば関心がない 104

関心がない 58

わからない 73 53.4

46.6

63.5

65.0

70.6

63.1

43.8

50.0

32.7

32.3

23.5

32.9

2.7

3.4

3.8

2.7

5.9

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

N =

672 21.0 48.1 9.8 17.6

2.5

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３食をいつも一緒に食べる ３食のうち１食以上は一緒に食べる

３食のうちいずれかを週に２～３日一緒に食べる ひとりで食べる

その他 無回答
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次に、道明寺粉※の認知度については、57.4％の人が「知らない」状況です。 

また、食育の関心度が高いほど認知度は高くなっており、関心がある人では 49.4％とな

っています。 

図 63 「道明寺粉」の認知度【「食育」の関心度別】 

※道明寺粉：正式名称を道明寺糒（ほしい）といいます。水洗いしたもち米を水に漬け、蒸した後乾燥さ

せ、適当な粒に粗挽きしたもので、その形状が粉状であることから道明寺粉として知られています。こ

のためアンケートでは「道明寺粉」として表記しました。

N =

全  体 672

関心がある 170

どちらかといえば関心がある 260

どちらかといえば関心がない 104

関心がない 58

わからない 73 23.3

22.4

35.6

46.5

49.4

40.6

74.0

77.6

63.5

52.3

47.6

57.4

2.7

1.0

1.2

2.9

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
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（２）運動・身体活動     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【幼 児】 

外遊びや運動の状況では、「する」が75.7％、「しない」が4.0％となっています。 

図 64 外遊びや運動の状況 

【小学生】 

体を動かすことについて肥満度別でみると、痩身傾向にある人ほど、「好き」である傾向

がみられ、“高度肥満傾向児”に比べ、“痩身傾向児”では「好き」が、100％と高くなって

います。

図 65 体を動かすこと【肥満度別】 

また、授業以外で体を動かす頻度について性別でみると、「毎日している」は、女子の

16.3％に比べ男子で23.9％と高くなっており、「週１日以下または、ほとんどしていない」

は、男子の22.6％に比べると、女子で37.2％と高くとなっています。

図 66 授業以外で体を動かす頻度【性別】 

N =

177 75.7 4.0 19.2 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 354

痩身傾向児 20

標準 280

軽度肥満傾向児 17

中等度肥満傾向児 8

高度肥満傾向児 3 33.3

75.0

70.6

81.1

100.0

81.1

66.7

25.0

29.4

18.9

18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 354

男　子 155

女　子 196 16.3

23.9

19.8

46.4

52.9

49.2

37.2

22.6

30.8

0.6

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

する しない どちらともいえない 無回答

好き 好きではない 無回答

毎日している 毎日ではないが、週２日以上はしている
週１日以下または、ほとんどしていない 無回答
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【中学生】 

体を動かすことについて肥満度別でみると、痩身傾向にある人ほど、体を動かすことが好

きである傾向がみられ、“中等度肥満児”に比べ、“痩身傾向児”では「好き」が、80.0％と

高くなっています。 

図 67 体を動かすこと【肥満度別】 

また、授業以外で体を動かす頻度について性別でみると、「毎日している」は、女子の

44.2％に比べて、男子は 60.6％と高くなっており、「週１日以下または、ほとんどしてい

ない」は、男子の19.4％に比べて、女子は39.8％と高くとなっています。 

図 68 授業以外で体を動かす頻度【性別】 

N =

全  体 346

痩身傾向児 20

標準 292

軽度肥満傾向児 8

中等度肥満傾向児 7

高度肥満傾向児 0

28.6

50.0

72.9

80.0

70.8

71.4

50.0

25.7

20.0

28.0

1.4

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 346

男　子 165

女　子 181 44.2

60.6

52.0

14.9

18.2

16.5

39.8

19.4

30.1

1.1

1.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

好き 好きではない 無回答

毎日している 毎日ではないが、週２日以上はしている
週１日以下または、ほとんどしていない 無回答
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【成 人】

体を動かすことについてみると、日常のよく使う移動方法として「自転車」が 32.4％と

最も多く、「徒歩」は17.1％となっています。 

図 69 日常のよく使う移動方法 

また、1 日に歩く時間では、30 分未満の人（「15 分未満」と「15 分以上 30 分未満」

の合計）が41.7％となっています。 

これをＢＭＩ別にみると、30分未満の人は“やせ”の人で44.1％、“標準”の人で41.0％

となっており、“肥満”の人は42.9％となっています。 

図 70 １日に歩く時間【ＢＭＩ別】 

次に、日常生活における意識的な運動について性別でみると、「毎日している」は、女性

の 17.7％に比べて、男性は 25.9％と高くなっています。一方、全体では、50.6％の人が

「週１日以下または、ほとんどしていない」状況で、特に女性については５割以上となって

います。 

図 71 日常生活における意識的な運動【性別】 

N =

672 17.1 32.4 28.7 11.5

0.9 1.6

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

徒歩 自転車 車・バイク

電車・バス その他 ほとんど外出しない

無回答

N =

全  体 672

やせ（18.5未満） 59

標準 471

肥満（25.0以上） 121 16.5

15.7

13.6

15.5

26.4

25.3

30.5

26.2

25.6

29.9

35.6

29.5

28.9

25.3

18.6

25.0

2.5

3.8

1.7

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 17.7

25.9

21.4

27.9

24.9

26.6

53.0

48.2

50.6

1.4

1.0

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15分未満 15分以上30分未満 30分以上１時間未満

１時間以上 無回答

毎日している 毎日ではないが、週２日以上はしている
週１日以下または、ほとんどしていない 無回答
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また、意識的に運動をしてい

ない理由については、「時間がな

い」が45.0％、次いで「面倒で

ある」が36.8％となっています。 

一方、今後「意識的に体を動かす」ことをはじめてみたい人は、約７割程度となっていま

す。 

図 73 今後「意識的に体を動かす」ことをはじめてみたい 

運動習慣者※は 27.5％となっており、性別では女性の 24.0％に比べると男性で 31.8％

と高くなっています。 

図 74 運動習慣者【性別】 

※運動習慣者：週２回以上、１回 30 分以上の運動を１年以上継続している人をいいます。

N = 340 ％

やり方がわからない

一緒にする仲間がいない

体調が悪い

面倒である

周りの人の協力がない

場所がない

時間がない

仕事で体を動かしている

その他

無回答

4.1

11.5

12.4

36.8

1.2

7.4

45.0

19.4

8.5

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

図 72 意識的に運動していない理由

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362

27.5

31.8

24.0

68.6

65.2

71.8

3.9

3.0

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運動習慣者 運動習慣者でない 無回答

N =

340 68.5 27.1 4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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また、性年代別では、男性の65歳以上と女性の70歳以上で、運動習慣者の割合が4割

以上と高くなっています。一方、女性の20歳代、30歳代で、運動習慣者の割合が約1割

程度と低くなっています。 

図 75 運動習慣者【性年代別】 

N =

男性　20歳代 38

　　　　30歳代 33

　　　　40歳代 38

　　　　50歳代 51

　　　　60～64歳 34

　　　　65～69歳 31

　　　　70歳以上 79

女性　20歳代 47

　　　　30歳代 49

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 64

　　　　60～64歳 32

　　　　65～69歳 44

　　　　70歳以上 69 40.6

38.6

21.9

21.9

23.1

8.2

10.6

44.3

41.9

32.4

17.6

21.1

36.4

21.1

46.4

50.0

78.1

78.1

75.0

91.8

89.4

48.1

54.8

64.7

82.4

78.9

63.6

76.3

13.0

11.4

1.9

7.6

3.2

2.9

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運動習慣者 運動習慣者でない 無回答
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ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度についてみると、「言葉も意味も知

らない」が69.8％となっています。特に50歳代では「言葉も意味も知らない」が８0.0％

となっています。また、60～64 歳では「言葉も意味も知っている」が 18.2％と他の年代

に比べて、高くなっています。 

図 76 ロコモティブシンドロームの認知度【年代別】 

N =

全  体 672

20歳代 85

30歳代 82

40歳代 90

50歳代 115

60～64歳 66

65～69歳 75

70歳以上 149 13.4

13.3

18.2

10.4

13.3

4.9

7.1

11.5

17.4

18.7

16.7

7.8

15.6

14.6

9.4

14.1

59.7

62.7

60.6

80.0

67.8

80.5

81.2

69.8

9.4

5.3

4.5

1.7

3.3

2.4

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉も意味も知っている
言葉も意味も知らない

言葉は知っているが、意味は知らない
無回答
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（３）健康チェック     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【成 人】 

健康診断等の受診状況についてみると、健康診断で「1年以内に受けた」が、５割を超え

ており、「全く受けたことがない」は20.1％となっています。一方、肺がん検診、胃がん検

診、大腸がん検診で「全く受けたことがない」は、各がん検診とも５割程度となっています。 

図 77 健康診断等の受診状況 

就業形態別の健康診断の受診状況をみると、常勤社員（職員）、嘱託・契約社員（職員）、

派遣社員（職員）では、「１年以内に受けた」が７～８割程度である一方、パート、アルバ

イト、内職などや自営業主、雇用者では４割台となっており、「全く受けたことがない」が

３割程度となっています。 

図 78 健康診断の受診状況【就業形態別】 

大腸がん検診

N = 672

乳がん検診

子宮がん検診

健康診断

肺がん検診

胃がん検診

54.6

21.9

21.3

18.0

27.3

18.8

12.2

17.4

17.0

28.5

29.8

20.1

53.3

49.0

50.3

41.7

30.7

11.9

18.6

12.2

12.6

6.5

14.1

12.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 383

常勤社員（職員） 196

嘱託・契約社員（職
員）、派遣社員（職員）

36

パート、アルバイト、内
職など

83

自営業主、雇用者 50

その他 14

63.4

70.9

83.3

45.8

46.0

78.6

14.1

11.7

5.6

16.9

26.0

7.1

19.6

16.3

8.3

28.9

28.0

14.3

2.9

1.0

2.8

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年以内に受けた １年以上前に受けた

全く受けたことがない 無回答

１年以内に受けた １年以上前に受けた

全く受けたことがない 無回答
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（４）たばこ         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【幼 児】 

子どもの前でたばこを吸う人

については、父親が27.1％と最

も高くなっています。 

【小学生】 

喫煙経験の有無についてみると、「吸ったことがある」が全体で1.1％、男子で0.6％、女

子で1.5％となっています。 

図 80 喫煙経験の有無【性別】 

【中学生】 

喫煙経験の有無についてみると、「吸ったことがある」が全体で4.0％、男子で4.8％、女

子で3.3％となっています。 

図 81 喫煙経験の有無【性別】 

N = 177 ％

父

母

祖父

祖母

その他

いない

無回答

27.1

6.8

9.0

4.5

1.1

58.8

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N =

全  体 346

男　子 165

女　子 181

3.3

4.8

4.0

94.5

86.7

90.8

2.2

8.5

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 354

男　子 155

女　子 196

1.5

0.6

1.1

96.4

94.8

95.8

2.0

4.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 79 子どもの前でたばこを吸う人

吸ったことがある 吸ったことがない 無回答

吸ったことがある 吸ったことがない 無回答
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【成 人】 

たばこを「現在吸っている」は全体で17.7％、男性26.2％、女性10.8％となっていま

す。 

図 82 喫煙率【性別】 

喫煙者の喫煙開始年齢は、「20～30歳未満」が58.8％と約６割を占めています。 

図 83 喫煙開始年齢 

喫煙者で「やめたいと思っている」禁煙希望者は、30.3％となっています。性別でみると、

禁煙希望者は男性の 28.8％に比べて女性で 33.3％と高くなっています。一方、「今までど

おりでよいと思っている」は30.3％と、禁煙希望者と同数となっています。 

図 84 禁煙、節煙希望の有無【性別】 

喫煙者のうち、禁煙に「取り組んだことがある」は、42.0％となっています。 

図 85 禁煙に取り組んだ経験の有無 

N =

119 42.0 47.9 4.2 5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 10.8

26.2

17.7

12.7

39.3

24.7

72.9

32.5

54.5

3.6

2.0

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やめたいと思っている 本数を減らしたいと思っている

今までどおりでよいと思っている 無回答

N =

全  体 119

男　性 80

女　性 39 33.3

28.8

30.3

30.8

38.8

36.1

30.8

30.0

30.3

5.1

2.5

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んだことがある 取り組んだことがない 喫煙したことがない 無回答

N =

119 25.2 58.8 5.0

2.5 0.8

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在吸っている

以前から吸っていない

以前は吸っていたが、現在は禁煙した

無回答

20歳未満 20～30歳未満 30～40歳未満 40～50歳未満

50歳以上 無回答
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また、喫煙者で禁煙に取り組んだ回数は「１回」が最も高く、38.0％となっています。 

図 86 禁煙に取り組んだ回数 

さらに、喫煙する場所や状況についてみると、「吸わない人の前では、吸わない」が17.6％

なっています。また、「喫煙できる場所でも、妊婦や子どもがいたら吸わない」は、女性の

23.1％に比べて、男性は 32.5％と高くなっています。一方、「吸いたい時に吸う」人の割

合は男女ともに約1割となっています。 

表４ 喫煙する場所や状況【性別】 

単位：％

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

吸
い
た
い
時
に
吸

う 喫
煙
で
き
る
場
所

で
吸
う

喫
煙
で
き
る
場
所

で
も
、
妊
婦
や
子
ど

も
が
い
た
ら
吸
わ

な
い

吸
わ
な
い
人
の
前

で
は
、
吸
わ
な
い

無
回
答

全 体 119 10.9 78.2 29.4 17.6 1.7 

男 性 80 10.0 78.8 32.5 16.3 -

女 性 39 12.8 76.9 23.1 20.5 5.1 

N =

50 38.0 22.0 14.0 8.0 10.0 8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 無回答
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喫煙が及ぼす健康への影響の認知度をみると、「肺がんなどのがんになりやすい」ことに

ついての認知度は85.3％と最も高くなっています。一方、「歯周病にかかりやすくなる」こ

とについての認知度は48.2％と最も低くなっています。 

図 87 喫煙が及ぼす健康への影響の認知度 

また、喫煙が及ぼす妊娠中の人への影響（早産や低体重児が産まれやすくなること）の認

知度について性別でみると、「知っている」が女性の 84.5％に比べて、男性で 72.5％と低

くなっています。 

図 88 喫煙が及ぼす妊娠中の人への影響の認知度【性別】 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度については、「言葉も意味も知っている」が18.6％

となっており、「言葉も意味も知らない」が55.2％となっています。 

図 89 ＣＯＰＤの認知度 

気管支炎やぜんそくにかかりや
すくなる

妊娠中の人が喫煙すると、早産
や低体重児が産まれやすくなる

たばこの煙で周囲の人にも健康
の害がある

胃潰瘍（胃のただれ）になりや
すい

N = 672

肺気腫（肺の組織がつぶれる）
になりやすい

肺がんなどのがんになりやすい

心臓病にかかりやすくなる

脳卒中にかかりやすくなる

歯周病にかかりやすくなる

61.2

66.8

48.2

75.9

85.3

78.0

78.9

84.7

23.7

18.9

34.2

30.2

10.3

7.6

6.0

15.2

14.3

17.6

16.1

13.8

11.6

14.4

15.2

12.6

53.7

3.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 84.5

72.5

78.9

1.4

11.5

6.0

14.1

16.1

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

N =

672 18.6 17.7 55.2 8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉も意味も知っている

言葉は知っているが意味は知らない

言葉も意味も知らない

無回答

知っている 知らない 無回答
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（５）アルコール       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【小学生】 

飲酒経験の有無についてみると、「飲んだことがある」が全体で5.4％が経験しており、性

別でみると男子で5.2％、女子で5.6％となっています。 

図 90 飲酒経験の有無【性別】 

【中学生】 

飲酒経験の有無についてみると、「飲んだことがある」が全体で 18.2％が経験しており、

性別でみると男子の13.9％に比べて女子は22.1％と高くなっています。 

図 91 飲酒経験の有無【性別】 

【成 人】 

飲酒習慣についてみると、「ほとんど毎日飲む」が25.1％となっており、性別でみると女

性の12.2％に比べて男性は40.7％と高くなっています。 

図 92 飲酒習慣【性別】 

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 12.2

40.7

25.1

4.4

11.5

7.6

9.9

6.2

8.3

30.7

20.7

26.0

40.3

20.0

30.8

2.5

1.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日飲む 毎日ではないが週３日以上飲む

週に１～２日飲む たまに飲む

飲まない 無回答

N =

全  体 346

男　子 165

女　子 181 22.1

13.9

18.2

77.9

84.8

81.2

1.2

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 354

男　子 155

女　子 196 5.6

5.2

5.4

93.9

93.5

93.8

0.5

1.3

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飲んだことがある 飲んだことがない 無回答

飲んだことがある 飲んだことがない 無回答
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また、多量飲酒者※は、全体では 7.7％となっており、性別でみると女性の 3.0％に比べ

て男性は13.4％と高くなっています。 

図 93 多量飲酒者【性別】 

次に生活習慣病のリスクを高める飲酒者※についてみると、全体では14.6％となっており、

性別でみると、女性の8.0％に比べて男性で22.6％と高くなっています。 

図 94 生活習慣病のリスクを高める飲酒者【性別】 

適正な飲酒量※の認知度についてみると、「知っている」は全体で 37.9％となっており、

性別でみると、女性の29.8％に比べて男性で47.9％と高くなっています。 

図 95 適正な飲酒量の認知度【性別】 

※多量飲酒者：１日平均で純アルコールを 60g以上摂取している人をいいます。
※生活習慣病のリスクを高める飲酒者：1日平均で純アルコールを男性で 40g、女性で 20g以上摂取して
いる人をいいます。

※適正な飲酒量：1日平均で純アルコールが 20g程度を越えない摂取をいいます。

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 29.8

47.9

37.9

65.5

47.5

57.0

4.7

4.6

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362 8.0

22.6

14.6

89.5

76.4

82.9

2.5

1.0

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全  体 672

男　性 305

女　性 362

3.0

13.4

7.7

94.5

85.6

90.2

2.5

1.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多量飲酒者 多量飲酒者でない 無回答

リスクを高める飲酒者 その他 無回答

知っている 知らない 無回答
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なお、飲酒が及ぼす健康への影響の認知度では、「内臓の病気になりやすい」と「アルコ

ール依存症やアルコール性認知症になりやすい」の認知度は8割以上となっています。一方、

「胃がんなどのがんになりやすい」ことの認知度は、「知らない」人が３割を超えています。 

図 96 飲酒が及ぼす健康への影響の認知度 

（６）歯の健康        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【幼 児】 

おやつの時間についてみると、「決まっている」が68.4％、「決まっていない」が28.8％

となっています。 

図 97 おやつの時間 

仕上げ磨きの実施状況については、「している」が約９割を占めています。 

図 98 仕上げ磨きの実施状況 

人格変化を起こすことがある

N = 672

内臓の病気になりやすい

アルコール依存症やアルコール
性認知症になりやすい

胃がんなどのがんになりやすい

82.0

80.1

54.0

7.1

8.6

32.4

15.5

10.9

11.3

13.5

12.472.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

177 92.7 6.2 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

177 68.4 28.8

1.1

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

決まっている 決まっていない 食べない 無回答

している していない 無回答
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【小学生】 

歯みがきする時間では、「朝食

後」と「就寝前」が高く、７割を

超えています。 

【中学生】 

歯みがきする時間では、「朝食

後」と「就寝前」が高く、７割を

超えています。 

【成 人】 

歯みがきする時間では、「朝食

後」と「就寝前」が約６割とな

っています。なお、「磨かない」は

１.0％となっています。 

N = 346 ％

朝食前

朝食後

昼食後

夕食後

就寝前

磨かない

無回答

15.6

74.6

6.1

16.2

77.5

0.9

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 354 ％

朝食前

朝食後

昼食後

夕食後

就寝前

磨かない

無回答

12.1

72.6

11.3

20.9

78.2

1.4

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

図 99 歯みがきする時間

図 100 歯みがきする時間

N = 672 ％

朝食前

朝食後

昼食後

夕食後

就寝前

磨かない

無回答

33.5

59.2

25.3

25.4

59.8

1.0

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

図 101 歯みがきする時間
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歯間清掃用具の定期的な使用状況をみると、全体で「使用している」は 36.5％となって

います。また、年代別では50歳代、60歳代で歯間清掃用具を使用している割合が4割以

上と高くなっています。一方、20 歳代では他の年代に比べて歯間清掃用具を「使用してい

ない」が高く、７割を超えています。 

図 102 歯間清掃用具の定期的な使用状況【年代別】 

次に、歯科医院の利用状況をみると、過去１年間に歯科医院で行った処置内容は、「むし

歯の治療」が 35.9％と最も高く、次いで「歯石の除去」が 30.5％となっている一方、「行

っていない」が 35.0％となっています。なお、「歯の健康診断」で受診した人は 18.3％と

なっています。 

図 103 過去１年間に歯科医院で行った処置内容 

使用している 使用していない 無回答

N =

全  体 672

20歳代 85

30歳代 82

40歳代 90

50歳代 115

60歳代 141

70歳以上 149 36.2

42.6

43.5

35.6

39.0

17.6

36.5

51.7

47.5

50.4

55.6

57.3

76.5

55.1

12.1

9.9

6.1

8.9

3.7

5.9

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N = 672 ％

行っていない

むし歯の治療

歯周病の治療

歯並び、かみ合わせの治療

顎の関節の治療

歯の色の治療

歯の健康診断

歯石の除去

歯みがき指導

その他

無回答

35.0

35.9

11.3

5.2

0.7

1.2

18.3

30.5

4.2

4.0

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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市が実施している成人歯科健診の受診状況では、「受けたことがある」が、全体で12.9％

となっています。また、年代別では「受けたことがある」は40歳代以上で１割台となって

います。 

図 104 成人歯科健診の受診状況【年代別】 

歯の喪失状況についてみると、現在の歯の本数が「24本以上」の人は全体で54.8％とな

っています。 

また、年代別にみると、20歳代、30歳代では約９割近くの人が「24本以上」である一

方、年齢が高くになるにつれて歯数が減少し、「24本以上」の歯を有する人は、60歳代で

37.6％、70 歳代で 21.4％、80 歳以上で「20 本以上」の歯を有する人は、25.1％とな

っています。 

図 105 歯の本数【年代別】 

N =

全  体 672

20歳代 85

30歳代 82

40歳代 90

50歳代 115

60歳代 141

70歳代 117

80歳以上 32 21.9 25.0 18.8 6.3 18.8 9.4

5.1

2.8

1.2

2.8

21.4

12.8

2.6

2.2

1.2

8.8

26.5

20.6

13.9

6.7

1.2

13.4

18.8

22.7

24.3

10.0

11.0

8.2

16.2

21.4

37.6

56.5

76.7

89.0

87.1

54.8

6.8

3.5

2.6

4.4

1.2

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０本 １本以上10本未満 10本以上20本未満

20本以上24本未満 24本以上 無回答

受けたことがある 全く受けたことがない

健診の対象外である 無回答

N =

全  体 672

40歳代 90

50歳代 115

60歳代 141

70歳以上 149 16.1

17.0

13.9

15.6

12.9

71.1

80.1

81.7

81.1

59.5

2.7

1.4

0.9

2.2

23.4

10.1

1.4

3.5

1.1

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（７）休養・心の健康づくり     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【幼 児】 

子育てを楽しいと感じる状況をみると、楽しいと感じる人（「楽しい」と「まあまあ楽し

い」の合計）は、約９割を占めている一方、楽しくないと感じる人（「あまり楽しくない」

と「楽しくない」の合計）が2.8％います。 

図 106 子育てを楽しいと感じる状況 

【小学生】 

生活の楽しさでは、楽しく生活できている人（「楽しい」と「まあまあ楽しい」の合計）

は、96.4％となっています。 

図 107 生活の楽しさ 

【中学生】 

ストレスの状況を睡眠による十分な休養の状況別にみると、十分取れている人では、スト

レスがない人（「あまりない」と「まったくない」の合計）が、53.6％である一方、全く不

足している人では、９割近くの人がストレスを感じることが「よくある」または「ときどき

ある」と回答しています。 

図 108 ストレスの状況【睡眠による十分な休養の状況別】 

N =

177 56.5 34.5

1.7 1.1

5.1 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

十分取れている 84

まあまあ取れている 168

やや不足している 82

全く不足している 9

14.3

17.9

32.9

44.4

31.0

42.3

41.5

44.4

31.0

29.8

17.1

11.1

22.6

9.5

6.1

1.2

0.6

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくある ときどきある あまりない

まったくない 無回答

楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない 無回答

N =

354 68.4 28.0

2.0 0.6

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない

どちらでもない 無回答
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生活の楽しさでは、楽しく生活できている人（「楽しい」と「まあまあ楽しい」の合計）

は、92.8％となっています。 

図 109 生活の楽しさ 

【成 人】 

ストレスの状況についてみると、ストレスが多いと感じる人（「とても多い」と「多い」

の合計）は３割を超えています。 

図 110 ストレスの状況 

さらにストレスの状況を睡眠による十分な休養の状況別にみると、「ストレスを感じるこ

とがあまりない」では、十分とれている人は42.7％である一方、全く不足している人では、

９割近くが、ストレスが「とても多い」または「多い」と感じています。 

図 111 ストレスの状況【睡眠による十分な休養の状況別】 

ストレス解消についてみると、「できている」は62.2％、「できていない」が36.3％とな

っています。 

図 112 ストレス解消 

N =

672 11.5 20.4 47.3 18.5 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

十分取れている 157

まあまあ取れている 310

やや不足している 153

全く不足している 31 41.9

20.9

8.1

3.2

45.2

29.4

18.7

12.1

9.7

41.8

57.7

39.5

3.2

7.8

13.9

42.7

1.6

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

532 62.2 36.3 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている できていない 無回答

N =

346 50.0 42.8 4.0

1.7

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない 無回答

とても多い 多い 時々ストレスを感じる ストレスを感じることはあまりない 無回答

とても多い 多い 時々ストレスを感じる ストレスを感じることはあまりない 無回答
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睡眠による休養の状況については、取れている人（「十分取れている」と「まあまあ取れ

ている」の合計）は69.5％、不足している人（「やや不足している」と「全く不足している」

の合計）は27.4％となっています。 

図 113 睡眠による休養の状況 

日頃楽しめる趣味や生きがいの有無については、「もっている」は 54.8％、「もちたいと

思っている」が32.7％、「もっていない」が8.8％となっています。 

図 114 日頃楽しめる趣味や生きがいの有無 

さらに、生活の楽しさについて趣味や生きがいの有無別にみると、もっている人で、生活

が楽しいと感じている人（「楽しい」と「まあまあ楽しい」の合計）は、94.0％となってい

ます。一方、もっていない人では、生活が楽しいと感じている人（「楽しい」と「まあまあ

楽しい」の合計）は、55.9％に留まっています。 

図 115 生活の楽しさ【趣味や生きがいの有無別】 

N =

672 54.8 32.7 8.8 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

672 23.4 46.1 22.8 4.6 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分取れている まあまあ取れている

やや不足している 全く不足している

無回答

もっている もちたいと思っている

もっていない 無回答

楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない

楽しくない 無回答

N =

全  体 672

もっている 368

もちたいと思っている 220

もっていない 59

3.4

7.3

30.4

19.5

52.5

69.1

63.6

62.5

35.6

18.6

4.6

12.1

8.5

4.1

0.5

2.4

0.9

0.8

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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地域の人たちとのつながりについては、強い方だと思う人（「強い方だと思う」と「どち

らかといえば強い方だと思う」の合計）は21.1％、弱い方だと思う人（「どちらかといえば

弱い方だと思う」と「弱い方だと思う」の合計）は53.0％となっています。一方、「できれ

ばつながりたくない」人は4.8％となっています。 

図 116 地域の人たちとのつながり 

次に、健康状態について近所の方との交流の頻度別にみると、交流が時々ある人は、健康

だと思う人（「非常に健康だと思う」と「健康なほうだと思う」の合計）は80.2％となって

います。一方、全くない人では67.4％に留まっています。 

図 117 健康状態について【近所の方との交流の頻度別】 

非常に健康だと思う 健康なほうだと思う

あまり健康でないと思う 健康でないと思う

無回答

強い方だと思う どちらかといえば強い方だと思う

どちらかといえば弱い方だと思う 弱い方だと思う

わからない できればつながりたくない

無回答
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自治会や藤井寺市等が実施しているイベントなどへの参加状況では、参加している人（「積

極的に参加している」と「興味あるものに参加している」、「付き合いで参加している」の合

計）は32.1％となっています。また、参加しない人（「あまり参加していない」と「全く参

加していない」の合計）は６割を超えています。 

次に、性年代別にみると、男女ともに20歳代で参加しない人が９割程度となっています。 

一方、男性では70歳以上で43.0％、女性では65～69歳で43.1％、70歳以上で47.7％

と 70歳以上の男性と65歳以上の女性では、４割を超える人が自治体や藤井寺市が実施し

ているイベントなどに参加しています。 

図 118 自治会や藤井寺市等が実施しているイベントなどへの参加状況【性年代別】 

N =

全体 672

男性　20歳代 38

　　　　30歳代 33

　　　　40歳代 38

　　　　50歳代 51

　　　　60～64歳 34

　　　　65～69歳 31

　　　　70歳以上 79

女性　20歳代 47

　　　　30歳代 49

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 64

　　　　60～64歳 32

　　　　65～69歳 44
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さらに、近所との交流頻度についてみると、「よくある」と「時々ある」をあわせると53.5％

と５割を超えています。 

また、自治会や藤井寺市等が実施しているイベントなどへの参加状況別にみると、積極的

に参加している人では86.7％となっている一方、全く参加していない人では、29.3％とな

っており、参加頻度が高いほど近所の方との交流がある傾向にあります。 

図 119 近所との交流頻度【自治会や藤井寺市等が実施しているイベントなどへの参加状況別】 
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よくある 時々ある あまりない

全くない 無回答
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職場におけるメンタルヘルスに関する制度（相談や研修など）の有無については、「ある」

が29.0％、「ない」が58.2％となっています。 

次に、職業別でみると専門・技術職、事務職では、職場にメンタルヘルスに関する制度が

「ある」が4割を超えている一方、販売職、サービス業、農林漁業、運輸・通信、技能工・

生産工程などでは、2割未満となっています。 

図 120 職場におけるメンタルヘルスに関する制度の有無【職業別】 
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 ４ 「健康ふじいでら２１」の最終評価 

本市の現状に沿って施策を見直し、さらに効果的な取組を推進するため、前計画の評価指標

について、数値目標の達成状況や改善・悪化状況を把握しました。 

国の数値については、「健康日本21」の最終評価（平成23年 10月）を、府の数値につい

ては、「第２次大阪府健康増進計画」（平成25年３月）を基本としています。 

また、本市の数値は、平成25年度に実施した「健康についてのアンケート」の結果を基本

としています。 

注）表内に表示している＊１、＊２の数値は、以下の出展によるものです。 

＊１：健康日本２１（２次）（平成 24年７月）より 

＊２：中学２年生対象の「健康についてのアンケート」結果 

注）達成状況は、◎：目標達成、○：策定時から改善 とします。 

（１）食生活・栄養      ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【目標達成】 

・食生活をよりよい方向にすることに関心のある男性の割合は増加しており、目標を達成して

います。 

・野菜を毎食食べる人、牛乳・乳製品をよくとる人の割合は増加しており、目標を達成してい

ます。 

【改善】 

・適正体重を維持するために必要な食事量を知っている人の割合は増加、20 歳代男性の朝食

を欠食する人の割合は減少しており、改善がみられます。 

【悪化】 

・食生活をよりよい方向にすることに関心のある女性の割合は減少しています。 

・栄養成分表示を参考にする人、大豆製品をよくとる人、薄味を心がけている人の割合は減少

しています。 

・30 歳代男性の朝食を欠食する人、成人のインスタント食品をよく食べる人、50 歳代女性

の間食をよくする人の割合は増加しています。 

これらのことから、食生活についての関心度が高まっているものの、性別や年代に

よっては正しい知識による健全な食生活の実践について課題がみられる状況です。 
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指標 
策定時 
（平成 15年）

目標値 
（平成 22年）

現状値 達成 

状況 市 国 大阪府 

食生活をよりよい方向

にすることに関心のあ

る人の割合 
（国では「食生活の問題があ

ると思う人のうち食生活の

改善意欲のある人」の割合）

男性 78.7% 80％以上 83.3％ 58.8％ － ◎ 

女性 93.1％ 増加 89.2％ 69.5％ － 

栄養成分表示を参考にする人の割合 20.3％ 増加 18.3％ － － 

適正体重を維持するた

めに必要な食事量を知

っている人の割合 
（国では「自分にとって適切

な食事内容・量を知っていま

すか」の設問を参考）

男性 22.4％ 33％以上 26.9％ 75.0％ － ○ 

女性 27.8％ 38％以上 33.7％ 78.2％ － ○ 

毎日３食きちんと食べる人の割合

朝食を欠食する人の

割合（中・高校生） 
（府では７～14歳）

中高生 30.5％ 0％ 14.2％＊２ 7.2％ 7.4％ 

朝食を欠食する人の

割合（成人） 

20歳代
男性

46.3％ 15％以下 42.1％ 33.0％ 33.9％ ○ 

30歳代
男性

41.9％ 15％以下 51.6％ 29.2％ 27.7％

野菜を毎食食べる人の割合 34.7％ 増加 35.7％ － － ◎ 

カルシウムを多く含む食品を適量とる人の割合

牛乳・乳製品をよくとる人 

の割合 
57.4％ 増加 67.1％ － － ◎ 

大豆製品をよくとる人の割合 56.7％ 増加 53.1％ － － 

薄味を心がけている人の割合 18.8％ 増加 17.3％ － － 

脂っこいものをよくとる人の割合 27.9％ 減少 28.6％ － － 

インスタント食品をよく

食べる人の割合 

成人 26.4％ 減少 31.5％ － － 

中高生 50.9％ 減少 39.1％＊２ － － 

間食をよくする人の割合
50歳代
女性

48.5％ 減少 57.9％ － － 
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（２）運動・身体活動     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【改善】 

・運動習慣者（1回30分以上の運動を、週2回以上実施し、1年以上継続している人）では、

特に男性の意識的に体を動かしている人の割合は増加しており、改善がみられます。 

【悪化】 

・日常生活で歩いて移動する人の割合は減少しています。 

これらのことから、積極的に運動する人の増加がみられるものの、日常生活の中で

歩くなどの身体活動について課題がみられる状況です。 

指標 
策定時 
（平成 15年）

目標値 
（平成 22年）

現状値 達成 

状況 市 国 大阪府 

意識的に体を動かして 

いる人の割合 

男性 40.7% 51％以上 50.8％ 58.7％ － ○ 

女性 44.7％ 55％以上 45.6％ 60.5％ － ○ 

運動習慣者（1回 30分

以上の運動を、週2回以

上実施し、1年以上継続

している人）の割合 
(国では 20～64 歳の割合)

男性 21.4％ 32％以上 31.8％ 26.3％*１

29.1％

○ 

女性 22.2％ 33％以上 24.0％ 22.9％*１ ○ 

日常生活で歩いて移動する人の 

割合 
25.2％ 増加 17.1％ － － 
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（３）健康チェック      ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【目標達成】 

・メタボリックシンドロームについて内容を知っている人の割合は増加しており、目標を達成

しています。 

【悪化】 

・健康診断、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診を受ける人

の割合は減少しています。 

・国の現状値と比較すると、健康診断を除くすべての項目で数値が下回っています。 

これらのことから、健康診断やがん検診受診について一層周知し、受診勧奨を行う

など受診率向上にむけた取組が重要となります。 

指標 
策定時 
（平成 15年）

目標値 
（平成 22年）

現状値 達成 

状況 市 国 大阪府 

１年に１回健康診断を受ける人の

割合 
58.0％ 増加 54.6％ 41.3％*１ 39.0％

１年に１回胃がん検診を受ける人

の割合 
（国・府では検診受診者の割合）

27.4％ 30％以上 21.3％

男性

36.6％*１

女性

28.3％*１

21.5％

１年に１回大腸がん検診を受ける

人の割合 
（国・府では検診受診者の割合）

25.0％ 30％以上 18.6％

男性

28.1％*１

女性

23.9％*１

18.9％

１年に１回肺がん検診を受ける人

の割合 
（国・府では検診受診者の割合）

26.9％ 30％以上 21.9％

男性

26.4％*１

女性

23.0％*１

14.9％

１年に１回乳がん検診を受ける人

の割合 
（国・府では検診受診者の割合）

20.7％ 30％以上 18.0％ 39.1％*１ 26.8％

１年に１回子宮がん検診を受ける

人の割合 
（国・府では検診受診者の割合 

 国は子宮頸がんの受診者の割合）

29.9％ 33％以上 27.3％ 37.7％ 28.3％

メタボリックシンドロームにつ

いて内容を知っている人の割合 
62.5％
(平成 19 年)

増加 79.9％ 92.7％ 87.2％ ◎
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（４）たばこ         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【目標達成】 

・喫煙率は減少しており、目標を達成しています。特に男性で大幅な減少がみられます。 

・男性の禁煙希望者は増加しており、目標を達成しています。 

・たばこを吸わない人の前では吸わないようにする人の割合は男性で増加しており、目標を達

成しています。 

【改善】 

・喫煙が及ぼす健康影響について、脳卒中、歯周病への影響を知っている人の割合はやや増加

しており、改善がみられます。 

【悪化】 

・女性の禁煙希望者、男女ともに節煙希望者は減少しています。 

・喫煙が及ぼす健康影響について、心臓病への影響を知っている人の割合はやや減少していま

す。 

これらのことから、喫煙者は減少しているものの、喫煙による健康影響の知識の 

普及や喫煙者の禁煙支援などに課題がみられます。 
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指標 
策定時 
（平成 15年）

目標値 
（平成 22年）

現状値 達成 

状況 市 国 大阪府 

喫煙率の割合 
男性 52.0% 減少 26.2％ 38.2％ 35.7％ ◎

女性 15.2％ 減少 10.8％ 10.9％ 12.1％ ◎

未成年の喫煙経験者の割

合 
（国・府では中学１年生・高

校３年生）

中学3年
男子 

39.0％ 0％ 4.8％＊２ 1.6％ 3.2％ 

高校生
男子 

17.1％ 0％ － 8.6％ 8.6％ 

中学3年
女子 

14.8％ 0％ 3.3％＊２ 0.9％ 0.9％ 

高校生
女子 

15.4％ 0％ － 3.8％ 3.8％ 

禁煙希望者の割合 
男性 24.4% 増加 28.8％ 31.7％ － ◎

女性 42.7％ 増加 33.3％ 41.6％ － 

節煙希望者の割合 

（禁煙希望者を含む） 

男性 72.4% 増加 67.6％ － － 

女性 79.8％ 増加 64.1％ － － 

たばこを吸わない人の前

では吸わないようにする

人の割合 

男性 6.1% 増加 16.3％ － － ◎

女性 21.2％ 増加 20.5％ － － 

喫煙が及ぼす健康影響について知っている人の割合

心臓病にかかりやすくなる 63.3％ 100％ 61.2％ 50.7％ － 

脳卒中にかかりやすくなる 64.3％ 100％ 66.8％ 50.9％ － ○ 

歯周病にかかりやすくなる 42.7％ 100％ 48.2％ 40.4％ － ○ 

妊婦の喫煙は早産や低

体重出産になりやすい 
女性 85.2％ 100％ 84.5％ 83.5％ － 

他人が肺がんにかかりやすく

なる 
92.7％ 100％

84.7％

－ 77.9％

他人が気管支炎にかかりやす

くなる 
（府では喘息で大人・子ども）

81.6％ 100％ － － 
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（５）アルコール       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【目標達成】 

・毎日飲酒する人の割合は減少しており、目標を達成しています。 

【悪化】 

・適正な飲酒量を知っている人の割合は女性で減少、多量飲酒する人の割合は男女ともに増加

しています。 

これらのことから、多量飲酒・適正飲酒についての知識の普及に課題がみられます。 

指標 
策定時 
（平成 15年）

目標値 
（平成 22年）

現状値 達成 

状況 市 国 大阪府 

未成年の飲酒経験者の割

合 
（国・府では中学３年・ 

高校３年）

中学3年
男子 

79.2％ 0％ 13.9％＊２ 10.5％*１ 3.2％ 

高校生
男子 

68.3％ 0％ － 21.7％*１ 8.6％ 

中学3年
女子 

73.1％ 0％ 22.1％＊２ 11.7％*１ 0.9％ 

高校生
女子 

56.4％ 0％ － 19.9％*１ 3.8％ 

適正な飲酒量を知ってい

る人の割合 

男性 47.8％ 100％ 47.9％ 54.7％ 53.7％ ○ 

女性 37.7％ 100％ 29.8％ 48.6％ 50.1％

毎日飲酒する人の割合 
男性 44.8％ 減少 40.7％ － － ◎ 

女性 12.7％ 減少 12.2％ － － ◎ 

多量飲酒する人の割合 
男性 10.1％ 8％以下 13.4％ 4.8％ 7.6％ 

女性 1.5％ 1.2％以下 3.0％ 0.4％ 2.2％ 
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（６）歯の健康        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【目標達成】 

・成人歯科健診を受ける人の割合は増加しており、目標を達成しています。 

・歯石除去に行ったことがある人の割合は増加しており、目標を達成しています。 

【改善】 

・むし歯のない幼児の割合は、１歳６か月児、２歳６か月児、３歳６か月児で増加しており、

改善がみられます。 

・50歳の定期的に歯間清掃用具を使う人の割合は増加しており、改善がみられます。 

【悪化】 

・40歳の定期的に歯間清掃用具を使う人の割合は減少しています。 

これらのことから、歯の健康づくりについては改善傾向がみられますが、乳幼児期

からの歯の健康づくり、むし歯や歯周病予防対策に課題がみられます。 

指標 
策定時 
（平成 15年）

目標値 
（平成 22年）

現状値 達成 

状況 市 国 大阪府 

むし歯のない幼児の割

合 
（国は１歳、２歳、３歳）

1歳 
6か月児

96.7％
(平成 13年度)

98％以上
97.4％
(平成 24年度)

100％*１ 98.0％ ○ 

2歳 
6か月児

84.0％
(平成 13年度)

90％以上
89.8％
(平成 24年度)

92.5％*１ － ○ 

3歳 
6か月児

59.9％
(平成 13年度)

80％以上
76.6％
(平成 24年度)

75.0％*１ 78.4％
（3歳）

○ 

定期的に歯間清掃用具を

使う人の割合 
（府は用具購入者の割合）

40歳（藤井寺市：30-49 歳、
国・府：35-45 歳）

50歳（藤井寺市：50-69 歳、
国・府：45-55 歳）

40歳 43.8％ 65％以上 35.6％ 44.6％ 48.8％

50歳 39.4％ 60％以上 43.5％ 45.7％ 51.2％ ○ 

歯石除去に行ったことがある人の

割合 
22.1％ 30％以上 30.5％ － － ◎ 

成人歯科健診を受ける人の割合

（40-60歳） 
（国・府では過去１年間に受けたことが

ある 55-65 歳の人）

5.2％

(平成 12.13 年度)
8.0％以上 15.6％ 34.1％*１ － ◎ 
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（７）休養・心の健康づくり  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【目標達成】 

・睡眠によって休養を取れていない人の割合は減少しており、目標を達成しています。 

【改善】 

・楽しみや生きがいをもっていない人の割合は減少しており、改善がみられます。 

【悪化】 

・ストレスを感じることが多い人、ストレス解消法をもっていない人の割合は増加しています。 

これらのことから、ストレスへの対処法に課題がみられます。 

指標 
策定時 
（平成 15年）

目標値 
（平成 22年）

現状値 達成 

状況 市 国 大阪府 

ストレスを感じることが多い人の

割合 
（国・府ではストレスを感じた人の割

合） 

27.7％ 24％以下 31.9％ 61.3％ 58.6％

ストレス解消法をもっていない人

の割合 
31.3％ 28％以下 36.3％ － － 

睡眠によって休養を取れていない

人の割合 
32.9％ 29％以下 27.4％ 18.4％*１ 22.8％ ◎ 

楽しみや生きがいをもっていない

人の割合 
45.8％ 41％以下 41.5％ － － ○ 
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 ５ 市民の健康課題まとめ 

今後の取組を検討するにあたり、市民の健康に関する統計からみる現状、アンケート結果か

らみる市民の健康状況、「健康ふじいでら２１」の最終評価をもとに客観的な現状把握を行い、

藤井寺市民のめざす姿に向けた課題の抽出を行います。 

特に、市の特性を考慮しながら、ライフステージ別の観点から重点課題を導き、重点取組と

結びつけることにより、基本理念の実現をめざし、効果的な施策推進を図ります。 

（１）食生活・栄養     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 関係機関の連携により、幼少期・学童期から食育への関心を高め、将来にわたる 

食育の普及が必要 

食育への関心が高い人ほど、「食事バランスガイド」の認知度が高い、料理を自

らつくる、「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつを実践するといった傾向

がみられます。このため、関係機関と連携しながら、幼少期・学童期から食への

関心を高める体験機会の充実により、大阪産（もん）※ の地産地消への認識を高

め、食への感謝のこころを育むことが望まれます。 

② 学童期・思春期では適正体重の理解の促進と規則正しい生活リズムの推進が必要 

ＢＭＩや肥満度が標準以外の人で理想体重を誤って認識している人もみられる

ため、自身の適正体重の理解の促進が必要です。 

中学生の朝食の欠食率は14.1％、小学生では9.0％となっており、いずれも就寝

時間が遅くなるほど朝食の欠食率が高くなる傾向にあるため、規則正しい生活リズ

ムを身に付けるとともに、毎日朝食を摂取することを呼びかける必要があります。 

③ 青年期では１日３食を摂取する働きかけが必要 

朝食の欠食率は、男性の 20 歳代、30 歳代、女性の 20 歳代で高く、特に男

性の 30 歳代の半数の人は、毎日朝食を食べていない状況があります。朝食の欠

食により、１日に摂取する栄養バランスの偏りも考えられることから、朝食摂取

の重要性について啓発し、１日３食を摂取する中で、栄養バランスのとれた食事

の実践を働きかけることが必要です。 

※大阪産（もん）：大阪府で栽培される農産物、畜産物、林産物、大阪湾で採取され府内の港に水揚げされ

る魚介類、大阪の特産と認められる加工品をいいます。
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④ 継続して実施できる体重維持の方法についての知識の普及が必要 

成人のＢＭＩの状況をみると、女性の 20 歳代、40 歳代で「やせ」が、男性

の 40 歳代、50 歳代で「肥満」が高くなっています。ＢＭＩが「やせ」や「肥

満」の人は、理想体重を誤って認識している状況がうかがえます。また、体重維

持またはダイエットの実践状況として、肥満の人は「過去にしたことがあるが､

その体重を維持できていない」が高いことや女性に比べて男性で適正体重を維持

する食事量の認知度が低いことから、日常生活や毎日の食生活の中で継続して実

施できる体重維持の方法についての知識の普及が求められます。 

⑤ 高齢者の低栄養傾向の防止が必要 

高齢者については、低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）の割合が２割程度となって

います。孤食や食事摂取量の減少、疾病によるものなど様々な要因で低栄養とな

ることが考えられ、栄養が偏らない食事の支援が重要となります。 

⑥ １日５皿（350ｇ）の野菜を摂取できる方法を周知することが必要 

野菜を1日に食べる量（1皿70ｇで換算）では、「1皿」が最も高くなってい

ます。野菜からビタミン・ミネラル・食物繊維などを摂取することは生活習慣病

予防にもつながりますが、その摂取量は１日に５皿（350ｇ）の摂取が望ましい

とされています。このため、必要量を摂取しやすくなる加熱調理方法や外食する

際にも野菜を取り入れたメニューの選択方法などについて知識を普及し、必要量

の摂取につなげることが必要です。 

⑦ 生活習慣病の重症化予防のための食生活の改善が必要 

本市の主要疾病別被保険者１人あたり医療費から疾病状況をみると、他市に比

べて心疾患が高くなっています。生活習慣病を起因とする疾患の予防には、食生

活の改善や生活習慣病の重症化と関連づけた教育が必要となります。 
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【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 食に関する体験機会の充実により、食への関心を 

高めることが必要 
・学童期 

適正体重を正しく理解し、生活リズムを整え、３食

を規則正しく食べることが必要 
・思春期 

・青年期 

・壮年期 
栄養バランスのとれた食事により、肥満を予防する

ことが必要 

・高齢期 
周囲とかかわりをもち、栄養バランスのとれた食事

を適正量食べることが必要 

（２）運動・身体活動     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 学童期・思春期から体を動かすことを好きになるようなきっかけづくりが必要 

小中学生において、授業以外で体を動かしている人の割合は、女子で低くなっ

ています。まずは体を動かすことを好きになるようなきっかけづくりが求められ

ます。 

② 青年期の女性では運動による適正体重の維持を働きかけることが必要 

日常生活において意識的に運動している人の割合や運動習慣者は男性に比べて

女性で低く、特に女性の 20 歳代、30 歳代の運動習慣者の割合は低くなってい

ます。女性の 20 歳代は「やせ」の割合も高く、主に食事制限による痩身傾向が

うかがえます。女性に向けては食事制限のみではなく、運動もあわせた適正体重

の維持への取組を働きかけることが必要です。 
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③ 日常生活での歩く機会の増加や運動をはじめるきっかけづくりが必要 

日常生活の移動方法では、自転車や車・バイクがよく使用されており、１日に

歩く時間が 30 分未満の人が約４割となっているなど、歩く機会が少ないことが

うかがえることから、日常生活の中でこまめに歩く機会をつくることが求められ

ます。 

意識的に運動していない主な理由は、時間がないことが挙げられている一方で、

今後は、意識的に体を動かすことを始める意欲のある人が約７割となっており、

潜在的な意欲がうかがえます。このため、日常生活の中で身体活動を増やす方法

の提案など、運動を気軽に始められる情報提供が必要です。 

④ ロコモティブシンドロームについての知識の普及と予防法の啓発が必要 

本市においても高齢化とともに、要介護状態となる人の増加がみられます。要

介護状態を予防するための１つとして、運動機能の強化は重要なものです。ロコ

モティブシンドローム（運動器症候群）は、運動機能の低下のために自立度が下

がり、介護が必要となる危険性の高い状態を言いますが、その認知度は低くなっ

ています。このため、ロコモティブシンドロームについての知識の普及と予防法

の啓発を行い、運動機能の維持向上に向けた適度な運動を促すことが必要です。 

【重点課題】 

・乳幼児期 
遊びやクラブ活動などを通して体を動かすことを

好きになるようなきっかけづくりが必要 
・学童期 

・思春期 

・青年期 
日常生活において意識的に運動し、適正体重の維持

に努めることが必要 

・壮年期 日常生活において歩く機会を増やすことが必要 

・高齢期 
ロコモティブシンドロームについての知識を高め、

運動機能の維持向上に向けた取組が必要 
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（３）健康チェック      ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 健康診断の受診勧奨やがん検診の受診ＰＲが必要 

健康診断の受診状況については、約２割の人が「まったく受けたことがない」

状況となっています。また、市国民健康保険加入者の特定健診の受診率は 34％

前後と府平均よりは高いものの、目標の65％には達成していない状況があります。

健康診断は疾病を早期に発見するだけでなく、自身の生活習慣を振り返り、改善

する好機となることを周知し、受診への行動変容につなげることが求められます。 

また、死因別死亡割合をみると、悪性新生物の割合が最も高くなっています。

がん対策では、早期発見・早期治療が重要であるにもかかわらず、健康診断に比

べ、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診の未受診者の割合が高くなっていま

す。このため、定期的な受診が早期発見・早期治療につながることの啓発や、無

料クーポン券の利用促進を図ることが必要です。 

【重点課題】 

・青年期 
健診やがん検診の意義を周知し、受診勧奨や 

ＰＲが必要
・壮年期 

・高齢期 
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（４）たばこ         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 未成年者の喫煙と受動喫煙の防止対策が必要 

喫煙者の中には、周囲に配慮しない人が１割程度いることや、妊婦や乳幼児の

前での喫煙者が存在していることから、受動喫煙による健康への影響について、

知識の普及を図るとともに、地域との協働により、禁煙環境の推進が必要です。 

また、小中学生の喫煙経験者も存在しており、成長過程における喫煙が及ぼす

健康への影響や将来に渡る影響について、子どもの頃から教育していくことが必

要です。 

② 継続した禁煙支援が必要 

喫煙者は 17.7％となっていますが、このうち禁煙・節煙希望者はあわせて６

割以上を占めており、実際に禁煙に取り組んだ人も約４割いますが、その回数は

１回が最も多く、１回の禁煙実施では、禁煙が成功しにくいことがうかがえます。 

このため、禁煙希望者に対して、禁煙外来などの情報提供とともに相談支援を

継続して行うなど、禁煙が達成されるまでの支援が必要です。 

③ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）をはじめ、喫煙が及ぼす健康への影響に 

ついての啓発が必要 

喫煙が及ぼす健康への影響については、歯周病への影響や胃潰瘍にかかりやす

くなることなどについての認知度が低くなっています。また、喫煙が主な原因と

言われる「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）」の認知度はさらに低い状況であり、喫

煙が及ぼす健康への影響についてさらなる啓発が必要です。 

【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 
受動喫煙による健康への影響について知識の普及

が必要 

・学童期 未成年者の喫煙防止のため、より若い年代から健康

への影響についての教育が必要 ・思春期 

・青年期 

未成年者の喫煙防止のため、より若い年代から健康

への影響について知識の普及が必要 

禁煙希望者への継続した禁煙支援が必要 

・壮年期 
禁煙希望者への継続した禁煙支援が必要 

・高齢期 
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（５）アルコール       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 未成年者の飲酒防止に向けた早期教育が必要 

中学生になると、飲酒経験が多くなっている状況があります。未成年者の飲酒

は、健全な成長を妨げることやアルコールの分解能力が低く、成人よりも健康へ

の影響が大きいことなどについて、小学生のころから教育することが必要です。 

② 男性では適正飲酒の啓発が必要 

成人の飲酒量については、特に男性で、適正な飲酒量の認知度が女性に比べて

高いものの、毎日の飲酒、多量飲酒、生活習慣病のリスクを高める飲酒のいずれ

も女性に比べて高い結果となっています。このため、飲酒に関連した、がん、高

血圧、脳血管疾患、脂質異常症などの健康リスクについて周知し、適正飲酒の実

践を働きかけることが必要です。 

③ 飲酒が及ぼす健康への影響についての啓発が必要 

飲酒が及ぼす健康への影響として胃がんなどのがんへの影響についての認知度

が低く、生活習慣病と関連づけながら適正な飲酒量についての知識を普及するこ

とが必要です。 

【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 
飲酒の胎児への栄養や授乳中の影響について知識

の普及が必要 

・学童期 未成年者の飲酒を防止するため、より若い年代から

健康への影響についての教育が必要 ・思春期 

・青年期 

未成年者の飲酒の防止が必要 

成人は生活習慣病のリスクを伴わない適正飲酒の

実践が必要 

・壮年期 生活習慣病のリスクを伴わない適正飲酒の実践が

必要 ・高齢期 
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（６）歯の健康        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 乳幼児からのむし歯予防が必要 

乳幼児から年齢が高くなるにつれて、う歯保有者率が高くなる傾向があります。

乳幼児では、仕上げ磨きを９割の保護者が実施しているものの、おやつの時間を

決めていない保護者が約３割いることから、おやつのとり方を含めたむし歯予防

につながる啓発を行うことが必要です。 

② 毎食後の歯みがき習慣や歯間清掃用具の利用の推進が必要 

小中学生、成人については、朝食後と就寝前の歯みがきが多くなっています。

歯や口の健康は全身の健康に影響することについての啓発を行い、将来にわたり

歯の喪失を予防するため、毎食後の歯みがき習慣を身に付けたり、歯間清掃用具

の利用促進が必要です。 

③ 歯科健診の受診についての働きかけが必要 

過去１年間に歯科医院で行った処置内容で「むし歯の治療」が最も多いことか

ら、むし歯や歯周病予防のためにも、定期的な歯科健診の受診の必要性をＰＲし

ていくことが必要です。 

【重点課題】 

・乳幼児期 
おやつとむし歯の関係を知り、おやつの時間を決め

て摂取することが必要 

・学童期 

毎食後の歯みがき習慣や歯間清掃用具の利用が必

要 

定期的な歯科健診の受診が必要 

・思春期 

・青年期 

・壮年期 

・高齢期 
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（７）休養・心の健康づくり ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 趣味や生きがいづくりの推進が必要 

日頃から楽しめる趣味や生きがいをもっている人は健康観が高くなっています。

このため、関係機関の連携により、生涯学習に関連する事業などを活用し、趣味

や生きがいをもつことを推進することが必要です。 

② 職場のメンタルヘルス支援の推進や相談窓口の活用についての啓発が必要 

職場におけるメンタルヘルスに関する制度（相談や研修など）がある人は約 3

割となっており、今後は職域との連携により、就労者に対するメンタルヘルスの

管理について働きかけることが必要です。 

また、メンタルヘルス管理の環境が整っていない職場に勤める市民に向けては、

相談窓口などのＰＲを行い、早期の相談を呼びかけることが必要です。 

③ 地域との交流やつながりづくりの推進が必要 

自治会や藤井寺市等が実施しているイベントやボランティア活動などに参加し

ている人は健康観が高いことから、地域活動への参加により地域とのつながりを

高めることが必要です。特に若年層では参加が低くなっており、時間がないこと

も考えられますが、年代を問わずに参加できる事業などを推進していくことが必

要です。 

④ 快適な睡眠を確保し、ストレスを軽減することが必要 

ストレスの状況についてみると、約３割を超える人が過度なストレスを感じて

いる状況です。ストレスと睡眠は深く関係しており、睡眠が十分に取れている人

ほど、ストレスを感じない傾向がみられました。睡眠には、疲労を回復し、スト

レスを解消する働きがあることから、快適な睡眠を確保することで休養をとるこ

とが必要です。 
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【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 

楽しみをみつけ、ストレ

スを発散する方法を身

に付けることが必要 

・学童期 

・思春期 

・青年期 職場のメンタルヘルス

支援や相談窓口の活用

が必要 

地域との交流やつなが

りづくりが必要 

・壮年期 

・高齢期 

市民の健康課題の総括 

健康状態を示す包括的指標である「平均寿命」についてみると、本市は、男女ともに全

国平均より低くなっています。 

これを受けて、標準化死亡比をみると、男女とも府に比べて虚血性心疾患が高く、特に

女性では脳血管疾患が高いなど、重症化した生活習慣病が要因の一つとして考えられます。 

男女別でみると、男性では40歳代と50歳代で肥満の人が増加しています。また、女

性では、20 歳代と 30 歳代で運動習慣が少ない状況がみられました。こうした生活習慣

が生活習慣病の発症を誘引し、改善されない期間が続き、重症化につながっていることが

うかがえます。

生活習慣病の発症を予防するためには、早期からの正しい生活習慣が重要です。特に男

性の20歳代と30歳代、女性の20歳代で課題となっているのは、朝食欠食率の高さで

す。また、学童期・思春期では、自分の適正体重を正しく把握していない状況です。 

以上のことから、子どもの頃から自分の適正体重を理解したうえで、正しい食生活を心

がけ、身体活動量を増やすことで、生涯にわたる健康づくりの基礎を築くことが必要です。 

そして青年期では、まず朝食や野菜を摂取する習慣を身に付け、日常生活の中で身体を 

動かす機会を増やし身体活動量をあげるなど、壮年期・高齢期に向けて適正体重を維持し 

ていくことが求められます。 

また、定期的な健（検）診を受けることで、病気の早期発見・早期治療につなげるとと 

もに健康の維持・増進に向け生活習慣を改善する機会となるよう、健（検）診結果を自ら 

の健康管理に活用することも必要です。 
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第３章 計画の基本理念と分野 

本計画は、国の「健康日本２１（第２次）」で示された５つの方向性を施策の視点として

踏まえつつ、７つの分野にライフステージの視点を加え、健康づくりの取組を展開していき

ます。 

 １  藤井寺市民がめざす姿 

心身ともに健康で、生涯を通じて健やかな生活を送ることは、すべての市民の願いです。

健康上の問題で日常生活が制限されることなく、自分らしくいきいきと過ごすことができる

よう、一人一人が積極的に健康増進に向けた取組を実践することが必要です。また、「食」

を通じて健康増進を図ることや食べ物に対する感謝の気持ちをもつことなども、からだの健

康、こころの健康を維持増進させるために必要なことです。 

市民の自発的・自立的な取組が健康の維持増進の基本であるものの、その実現のためには、

家庭、学校、地域（医療機関やＮＰＯ、市民活動団体、ボランティアグループなど）、職場

等の社会環境の影響を受けることから、社会全体として、個人の健康を支え、守る環境づく

りに努めていくことが重要です。 

さらに、これからの健康づくりの考え方では、単に寿命が延びることではなく、一人一人

のＱＯＬ（生活の質）を高め、健康寿命を延伸することが大切です。本計画では、健康寿命

の延伸をめざし、基本理念を「誰もが健康で、生涯にわたり心豊かに楽しくいきいきと過ご

す」とします。 

【基本理念】 
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 ２  計画の体系 

本計画の体系を設定するにあたっては、国の「健康日本２１（第２次）」で示された５つ

の方向性を整理するとともに、第２章で示したライフステージ別の重点課題に加えて、方針

を踏まえた取組を推進していく上での本市が抱える課題を整理します。 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

国の方向性の概要 本市の重点課題 

生活習慣病の予防、社会生活を営むために必要な

機能の維持及び向上により、健康寿命を延ばし、社

会環境の整備によって健康格差を縮小します。 

性別や年齢により健康づくりへの

取組状況に差がみられ、誰もが健康寿

命を延伸する取組ができる社会環境

づくりが求められています。 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

国の方向性の概要 本市の重点課題 

がん、循環器疾患、糖尿病、COPD（慢性閉塞性

肺疾患）に対処するため、一次予防、重症化予防に

重点を置いた対策を推進します。 

本市においても生活習慣病に起因

する死亡割合は約６割を占めており、

１人当たりの医療費も増加傾向にあ

ります。こうした生活習慣病の発症や

重症化を予防するため、各種健（検）

診の受診による早期発見・早期対応が

求められます。 
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③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

国の方向性の概要 本市の重点課題 

自立した日常生活を営むことをめざし、乳幼児期

から高齢期までのそれぞれのライフステージにおい

て、心身機能の維持及び向上に取り組みます。 

本市においても高齢化が一層進み、

要介護状態になる高齢者がますます

増加することが予想されます。加齢な

どによる身体機能や生活機能の低下

を防ぐ取組、生きがいづくりやこころ

の健康づくりの取組が求められます。

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

国の方向性の概要 本市の重点課題 

個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環

境の影響を受けることから、社会全体として、国民が

主体的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する

環境を整備します。また、時間的・精神的にゆとりあ

る生活の確保が困難な方や、健康づくりに関心のない

方等も含めて、社会全体が相互に支え合いながら健康

を守る環境を整備します。 

健康づくりの取組は、個人の努力だ

けでは難しい面もあるため、行政機関

のみならず、様々な関係機関が連携

し、個人が行う健康づくりを総合的に

支援する社会環境の整備が求められ

ます。 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する 

生活習慣病及び社会環境の改善 

国の方向性の概要 本市の重点課題 

上記①～④を実現するため、ライフステージや、

性差、社会経済的状況などの違いに着目し、対象集

団ごとの特性やニーズ、健康課題等の充分な把握を

行い、その上で生活習慣の改善に向けた働きかけを

重点的に行うとともに、地域や職場等を通じて国民

に対し健康増進への働きかけを進めます。 

本計画では、前計画において分野別

に取組を展開してきましたが、各分野

において継続して取り組むべき健康

課題がみられます。このため、分野別

の取組を進めることにより一人一人

の生活習慣の改善が求められます。 
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国は、平成23年７月、４大疾病と位置付けてきた「がん」、「脳血管疾患」、「心疾患」、「糖

尿病」に「精神疾患」を加え、５大疾病とする方針を決めました。また、本市においても、

精神疾患の受療者数が多いことや、ストレスを感じている人やストレスを解消できていない

人に、睡眠不足などの休養に関する課題もみられています。 

そこで、前計画では７分野目に位置付けた「休養・心の健康づくり」を、本計画では３分

野目に位置付けることとします。 

図 121 計画の体系 

注）①から⑤は健康日本 21（第２次）の「国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向」を示しています。 
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第４章 各分野の取組 

前章までの課題を受けて、本章では個人の取組、個人の健康づくりを支援する地域や行政の

取組を整理します。なお、重点課題に対応した重点取組を整理するため、第２章で整理した重

点課題を再掲しています。 

注）重点取組については 〔重点〕 と表記します。 

 １ 食生活・栄養（食育推進計画） 

食事は生活習慣病と密接な関係があり、健康を維持・増進するためには欠かすことのでき

ないものです。特に、子どもの頃は、規則正しい生活リズムとともに食に関することの基本

を身に付ける大切な時期であり、この時期に培った食習慣や知識、体験が生涯を通じて健康

で豊かな食生活の基礎になります。また、子どもの頃に身に付いた食習慣を成人になって改

めることは容易ではありません。このため、幼少期から望ましい食習慣と食を選択する力を

身に付けることで、生涯にわたり心身ともに、豊かな人間性を育む食育を推進します。 

【 スローガン 】 

― 食に関心をもち、食生活の改善を実践しよう ー 
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【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 食に関する体験機会の充実により、食への関心を 

高めることが必要 
・学童期 

適正体重を正しく理解し、生活リズムを整え、３食

を規則正しく食べることが必要 
・思春期 

・青年期 

・壮年期 
栄養バランスのとれた食事により、肥満を予防する

ことが必要 

・高齢期 
周囲とかかわりをもち、栄養バランスのとれた食事

を適正量食べることが必要 

【 個人の取組 】

共通の取組 

○ 家庭で旬菜旬消や大阪産（もん）などの地産地消に配慮した食事をと

りましょう。 

○ 食の安全に関心をもち、生産者や生産・加工ルートを確認した上で食

材を選びましょう。 

○ 生産者や食事をつくってくれた人に感謝の心をこめて「いただきま

す」、「ごちそうさま」を言いましょう。 

妊娠出産期、

乳幼児期 

○ 旬の食べ物や地域の特産物を食べる・ふれる・育てるなど、食に関わ

る様々な体験をしましょう。〔重点〕

○ 子どもの頃から「早寝、早起き、朝ごはん」で規則正しい生活リズム

とともに、基本的な食習慣を身に付けましょう。 

学童期 

○ 朝食の効果を知り、毎日、３食規則正しく食べましょう。〔重点〕 

○ 旬の食べ物や地域の特産物を食べる・ふれる・育てるなど、食に関わ

る様々な体験をしましょう。〔重点〕

○ 子どもの頃から「早寝、早起き、朝ごはん」で規則正しい生活リズム

とともに、基本的な食習慣を身に付けましょう。〔重点〕

○ 家族や友人等と一緒に楽しみながら、おいしく食事をしましょう。 
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思春期 

○ 自分の適正体重を維持する食事量を知り、バランスのとれた食事をと

りましょう。〔重点〕 

○ 朝食の効果を知り、毎日、３食規則正しく食べましょう。〔重点〕 

○ 食への関心を高め、食生活が自分の健康に与える影響を知りましょ

う。 

青年期 

○ 自分の適正体重を維持する食事量を知り、バランスのとれた食事をと

りましょう。〔重点〕 

○ 朝食の効果を知り、毎日、３食規則正しく食べましょう。〔重点〕 

○ 調理方法を工夫し、野菜を１日に５皿以上食べましょう。〔重点〕 

○ 栄養成分表示や食事バランスガイドを活用し、食品を選択する力をつ

けましょう。 

○ 食生活や伝統食、食事マナーなどの食に関する知識を身に付け、周り

の人と共有しましょう。 

壮年期 

○ 調理方法を工夫し、野菜を１日に５皿以上食べましょう。〔重点〕 

○ 自分の適正体重を維持する食事量を知り、バランスのとれた食事をと

りましょう。〔重点〕

○ 脂肪分・塩分・糖分を控え、うす味を取り入れましょう。 

高齢期 

○ 自分の適正体重を維持する食事量を知り、バランスのとれた食事をと

りましょう。〔重点〕 

○ 家族や友人等と一緒に楽しみながら、おいしく食事をしましょう。〔重点〕 

○ 日常生活の中で次の世代に伝統食や食事の大切さ、マナーなどを伝え

ましょう。 

大阪産（もん）のロゴマーク 

ロゴマークは、大阪産（もん）の言い換えである「品」

をモチーフに、農産物や林産物などの「陸関連産物」をイ

メージする萌葱色、魚介類などの「海関連産物（川・池を

含む）」をイメージする孔雀青、「つくり手」の温かみや情

熱など「大阪産（もん）」を支える人々をイメージする金

茶色を３つの「円」で表し、様々な主体の活動や連携の

「輪・環」を築き・広げることを表しています。 
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【 個人の健康づくりを支援する地域や行政の取組】

○ 栄養バランスのとれた食事のとり方などについて教室を開催し、健康的な食生活

の実践方法を提案します。 

○ 食生活改善推進協議会や職域などの関係機関と連携し、あらゆる年代層に朝食の

重要性を伝えるとともに栄養の知識に関する情報を提供します。 

○ 親子で楽しめる料理教室や調理体験、市内で実施されるイベントなどの機会を通

じ、地域の食材や食文化を広めます。 

○ 「食育の日」、「食育月間」を活用し、食への関心を高める啓発を行います。 

○ 保育所、学校等において、給食を通じて子ども達の健全な発達を支援します。 

○ 家庭、学校、地域が連携し、子ども達に食に関する体験機会を提供します。 

○ 大学と連携し、食と健康に関する情報収集を行い、市民に向けてわかりやすく提

供します。 

○ 市、生産者、事業者が連携し、安心・安全な食材についてＰＲします。 

藤井寺市まちかど情報館 

「ゆめぷらざ」 

市の物産や歴史文化情報の発

信を行い、活性化の拠点となっ

ています。 

藤井寺市の朝市 

市内の農家が栽培した生鮮野菜などを直売する

ことにより、生産者と消費者の交流を深め、農業

の振興と市民生活の充実を図ることを目的に、藤

井寺市朝市連絡協議会により開催されています。
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【 目標指標 】 

指標 
現状値 目標値 

（平成 35年）市 国 大阪府 

朝・昼・夕の３食を必ず食

べる子どもの割合 
小学 5年生 88.5％ 89.4％ － 100％

肥満傾向にある子どもの割

合 
小学 5年生 

3.3％ 
（平成 24 年）

男子4.60％ 

女子3.39％
－ 減少 

低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）

の高齢者の割合の増加の抑制 
65歳以上 23.2％ 17.4％ － 23％以下

適正体重を維持している人

の割合 

20歳～60歳代
男性の肥満者 

27.1％ 31.2％ － 25％以下

40歳～60歳代
女性の肥満者 

11.2％ 22.2％ － 10％以下

20歳代 
女性のやせの人

17.0％ 29.0％ － 15％以下

適正体重を維持するために

必要な食事量を知っている

人の割合 

男性 26.9％ 75.0％ － 30％以上

女性 33.7％ 78.2％ － 35％以上

食事を１人で食べる子ども

の割合 
小学 5年生 4.8％ 

朝食 

15.3％ 

夕食 2.2％

－ 減少 

朝食を欠食する人の割合 

20歳代・30
歳代男性 

46.5％ 32.4％＊１ － 35％以下

小学5年生
（府は7-14歳の

欠食率）
9.0％ 1.5％＊１ 7.4 0％ 

野菜を５皿以上食べる人の割合 3.9％ － － 20％以上

食事バランスガイドを参考する人の割合 15.6％ － 24％＊２ 30％以上

食育に関心をもっている人の割合 64.0％ 74.2％ 89％ 80％以上

大阪産（もん）の地産地消の認知度 63.1％ － － 80％以上

注）国の数値については、健康日本２１（２次）（平成 24 年）を、府の数値については、「第２次大阪府健

康増進計画」（平成 25 年３月）を基本としています。 

なお、その他に表内に表示している＊１、＊２、の数値は、以下の出展によるものです。 

＊１：第２次食育推進基本計画（平成 25 年３月時点の数値） 

＊２：第２次大阪府食育推進計画（平成 24 年） 

注）指標「低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）の高齢者の割合の増加の抑制」は、今後の高齢化を踏まえ、現状

維持することを目標としました。 



92

道明寺粉（道明寺糒） 道明寺粉から作った桜餅・道明寺かん

道明寺粉マスコットキャラクター「どうみょん」 

市と官学連携を行っている大阪女子短期大学の学生が

道明寺粉を PRするマスコットを作成しました。そこで、

広報誌にて愛称を募集し、「どうみょん」が誕生しました。 

～「どうみょん」は市内小中学校等で食育をＰＲしています～ 

いちじくを用いたケーキ 藤井寺市の特産－いちじく 
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 ２ 身体活動・運動 

適度な運動や身体活動は、ストレス発散や生活習慣病の原因となる肥満の予防につながり

ます。その効果について正しく理解し、日常生活の中で身体活動量を高めることが、健康を

維持するために必要となります。日ごろから、自分に合った運動を楽しみながら継続できる

機会をつくり、ＱＯＬ（生活の質）を向上させることが大切です。 

【 スローガン 】 

― 日常生活の中で体を動かす機会を増やそう ー 
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【重点課題】 

・乳幼児期 
遊びやクラブ活動などを通して体を動かすことを

好きになるようなきっかけづくりが必要 
・学童期 

・思春期 

・青年期 
日常生活において意識的に運動し、適正体重の維持

に努めることが必要 

・壮年期 日常生活において歩く機会を増やすことが必要 

・高齢期 
ロコモティブシンドロームについての知識を高め、

運動機能の維持向上に向けた取組が必要 

【 個人の取組 】

共通の取組 ○ 自分にあった運動をみつけて、取り組みましょう。 

乳幼児期 ○ 遊びを通して外で楽しく体を動かしましょう。〔重点〕

学童期 
○ 遊びや運動を通して楽しく体を動かし、体力づくりをしましょう。 

〔重点〕

思春期 

○ クラブ活動や自分が楽しいと感じる運動をみつけ体を動かしましょ

う。〔重点〕 

○ 食事制限だけではなく、身体活動による体重維持にも取り組みましょう。

青年期 
○ 通勤や家事など日常生活の中で意識して歩く機会を増やし、体を動か

すようにしましょう。〔重点〕

○ 運動することで、ストレス発散や、生活習慣病予防に役立てましょう。

○ 地域やサークルの活動などに参加しましょう。 

○ ロコモティブシンドロームについて知り、運動機能の維持向上に努め

ましょう。 

壮年期 

高齢期 

○ 買い物、散歩など積極的に外出しましょう。〔重点〕 

○ ロコモティブシンドロームについて知り、運動機能の維持向上に努め

ましょう。〔重点〕

○ 無理をせず、自分の健康状態に応じてからだを動かしましょう。 
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【 個人の健康づくりを支援する地域や行政の取組】

○ 市内のウォーキングコースを紹介するなど、運動に関連する活動の情報を提供し、

継続した運動を支援します。 

○ 自宅でも容易に運動が継続でき、個人にあった運動方法を紹介します。 

○ 運動するきっかけづくり（場、機会、指導者）を支援します。 

○ ふじいでらノルディックウォーキングやニュースポーツなど、親しみやすいスポ

ーツの普及に努めます。 

○ 市内の施設を活用し、運動機会を提供します。 

○ 学校等を通して、室内外でできる遊びや運動の方法を提供します。 

○ 健康チェックや体力測定など、自分の健康状態や体力を知ることにより健康意識

を高め、自己管理ができるように支援します。 

【 目標指標 】 

指標 
現状値 目標値

（平成 35年）市 国 大阪府 

意識的に体を動かして 
いる人の割合 

男性 50.8％ 58.7％ － 60％以上

女性 45.6％ 60.5％ － 50％以上

運動やスポーツを習慣的に
している子どもの割合 
（国では週に３日以上）

小学５年生 
男子 

76.8％ 61.5％ － 増加 

小学５年生 
女子 

62.7％ 35.9％ － 増加

運動習慣者の割合 
（府では成人を対象）

20歳～64歳
男性 

24.7％ 26.3％ 

29.1％ 

30％以上

20歳～64歳
女性 

17.2％ 22.9％ 20％以上

１日60分以上歩く人 25.0％ － － 増加 

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）
を認知している人の割合 

25.6％ 17.3％ － 50％以上
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ツールド・大阪 ウォーキングコース マップ（梅かほる道コース）

ツールド・大阪 ウォーキングコース マップ（いにしえの道コース）
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 ３ 休養・心の健康づくり 

健康な生活を維持するためには、身体のみでなく、こころの健康が大切です。ストレス社

会と言われる現代において、うつ病はこころの病気の代表的なものとされ、自殺の主な要因

とも言われています。こころの健康を保つためにも、自分にあったストレス解消法をみつけ

ることや、専門機関に相談することも大切です。また、相談できる体制の充実も求められま

す。 

【 スローガン 】 

― こころの健康に関する正しい知識をもち、 

自分にあったストレス解消法をみつけよう ー 
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【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 

楽しみをみつけ、ストレ

スを発散する方法を身

に付けることが必要 

・学童期 

・思春期 

・青年期 職場のメンタルヘルス

支援や相談窓口の活用

が必要 

地域との交流やつなが

りづくりが必要 

・壮年期 

・高齢期 

【 個人の取組 】

共通の取組 ○ 楽しみをみつけ、上手にストレス発散しましょう。 

妊娠出産期、

乳幼児期 

○ 楽しみをみつけ、上手にストレス発散しましょう。〔重点〕

○ 家族で協力して子育てし、負担感や不安感を感じたら周囲に相談しま

しょう。 

学童期 
○ 楽しみをみつけ、上手にストレス発散しましょう。〔重点〕

思春期 

青年期 

○ こころの健康に関する正しい知識をもち、必要な時は専門機関に相談

しましょう。〔重点〕

○ 地域の活動などに参加し、周りの人とつながりをもちましょう。 

〔重点〕

○ 十分な睡眠や生活リズムの重要性を知り、規則正しい生活を送りまし

ょう。 

○ 趣味や生きがいなどをつくり、自分にあったストレス解消法をみつけ

ましょう。 

○ １人で悩みを抱え込まないで、相談できる相手をつくりましょう。 

壮年期 

高齢期 

○ 地域の活動などに参加し、周りの人とつながりをもちましょう。〔重点〕

○ こころの健康に関する正しい知識をもち、必要な時は専門機関に相談

しましょう。〔重点〕 

○ １人で悩みを抱え込まないで、相談できる相手をつくりましょう。 
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【 個人の健康づくりを支援する地域や行政の取組】

○ うつ病などのこころの健康に関する正しい知識を普及します。 

○ 育児不安等についての相談指導、子育てサークルへの支援、親子の交流の場や情

報提供など、地域における総合的な子育て支援を推進します。 

○ 関係機関と連携し、メンタルヘルス・自殺予防対策に関する啓発活動や相談など

を行います。 

○ 生涯学習活動、スポーツ、健康づくり、地域活動等の情報を提供し、生きがいづ

くりを支援します。 

○ スクールカウンセラーなどにより、子どものこころの健康問題について、適切に

相談・援助を行います。 

【 目標指標 】 

指標 
現状値 目標値

（平成 35年）市 国 大阪府 

ストレスを感じることが多い人の割合 
（国・府ではストレスを感じた人の割合）

31.9％ 61.3％ 58.6％ 30％以下

ストレス解消法をもっていない人の割合 36.3％ － － 30％以下

睡眠によって休養を取れていない人の割合 27.4％ 18.4％*１ 22.8％ 25％以下

楽しみや生きがいをもっていない人の割合 41.5％ － － 35％以下

何らかの地域活動をしている高
齢者の割合 

高齢者 
男性 

39.1％ 64.0％ － 増加 

高齢者 
女性 

45.9％ 55.1％ － 増加
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 ４ たばこ 

喫煙は、がん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの生活習慣病の発症要因となるだけ

でなく、歯周病や低出生体重児の発症リスクが高くなるなどの危険因子となっています。ま

た、受動喫煙によって、周囲の人々の健康に対しても悪い影響を及ぼします。たばこが心身

に与える影響について十分な知識を普及し、未成年者の喫煙防止、喫煙者の禁煙への支援や

受動喫煙の防止対策を進めることが重要となります。 

【 スローガン 】 

― たばこの健康への影響を知り、禁煙しよう ー 

たばこの害についての教材 禁煙デー啓発チラシ 



101

【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 
受動喫煙による健康への影響について知識の普及

が必要 

・学童期 未成年者の喫煙防止のため、より若い年代から健康

への影響についての教育が必要 ・思春期 

・青年期 

未成年者の喫煙防止のため、より若い年代から健康

への影響について知識の普及が必要 

禁煙希望者への継続した禁煙支援が必要 

・壮年期 
禁煙希望者への継続した禁煙支援が必要 

・高齢期 

【 個人の取組 】

共通の取組 

○ たばこが健康に及ぼす影響を知り、禁煙しましょう。 

○ たばこの煙を吸う機会をなくしましょう。 

○ 禁煙の方法を知り、禁煙にチャレンジしましょう。 

妊娠出産期、

乳幼児期 

○ 胎児へのたばこの害について知り、喫煙はやめましょう。〔重点〕 

○ 妊婦や子どもを、受動喫煙の害から守りましょう。〔重点〕

学童期 
○ 未成年者は、たばこが健康に及ぼす影響を知り、絶対に吸わないよう

にしましょう。〔重点〕

○ 未成年者は、喫煙を周囲から誘われても断ることができるようになり

ましょう。 
思春期 

青年期 ○ 喫煙する時は、周りの人に配慮しましょう。〔重点〕

○ 禁煙外来などを活用し、あきらめることなく禁煙に取り組みましょ

う。〔重点〕 

○ COPDについて知り、早期発見・早期治療を行いましょう。 

壮年期 

高齢期 
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【 個人の健康づくりを支援する地域や行政の取組】

○ たばこが健康に及ぼす影響についての情報を提供し、生涯にわたって禁煙につな

がる教育を進めます。 

○ 受動喫煙を防止する啓発ポスター等を掲示します。 

○ 禁煙外来や禁煙相談窓口を紹介します。 

○ 禁煙希望者に向けた情報提供や個別支援を実施します。 

○ 公共施設での禁煙を推進します。 

○ 受動喫煙を防止する環境づくりを進めます。 

【 目標指標 】 

指標 
現状値 目標値

（平成 35年）市 国 大阪府 

未成年の喫煙経験者の割合 
（国・府では中学１年生・高校３年生）

中学生 
男子 

4.8％ 1.6％ 3.2％ 0％ 

中学生 
女子 

3.3％ 0.9％ 0.9％ 0％

禁煙希望者の割合 
男性 28.8％ 31.7％ － 増加 

女性 33.3％ 41.6％ － 増加

ＣＯＰＤの認知度の向上 36.3％ 25％ 28％ 50％以上

喫煙が及ぼす健康影響について知っている人の割合

心臓病にかかりやすくなる 61.2％ 50.7％ － 80％ 

脳卒中にかかりやすくなる 66.8％ 50.9％ － 80％ 

歯周病にかかりやすくなる 48.2％ 40.4％ － 60％ 

妊婦の喫煙は早産や低体
重出産になりやすい 

女性 84.5％ 83.5％ － 100％ 

たばこの煙で周囲の人にも健康の害
がある 

84.7％ － － 100％ 
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 ５ アルコール 

過度の飲酒は肝機能障害・高血圧・脳血管疾患・がんなど生活習慣病のリスクを高めるこ

とにつながります。 

また、未成年は大人に比べて肝臓のアルコール処理能力が弱く、少量でも負担が大きくな

ります。こうしたことを踏まえ、未成年の飲酒防止、成人については適正飲酒を実践するこ

とが大切です。 

【 スローガン 】 

― アルコールの健康への影響を知り、適正飲酒を心がけよう ー 
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【重点課題】 

・妊娠出産期、乳幼児期 
飲酒の胎児への栄養や授乳中の影響について知識

の普及が必要 

・学童期 未成年者の飲酒を防止するため、より若い年代から

健康への影響についての教育が必要 ・思春期 

・青年期 

未成年者の飲酒の防止が必要 

成人は生活習慣病のリスクを伴わない適正飲酒の

実践が必要 

・壮年期 生活習慣病のリスクを伴わない適正飲酒の実践が

必要 ・高齢期 

【 個人の取組 】

共通の取組 ○ アルコールが体に及ぼす影響を知りましょう。 

妊娠出産期、

乳幼児期 

○ 妊娠期や授乳期のアルコールの健康への影響を知り、妊娠中や授乳中

の飲酒はやめましょう。〔重点〕

学童期 ○ 未成年者は、アルコールが体に及ぼす影響を知り、絶対に飲酒しない

ようにしましょう。〔重点〕 

○ 未成年者は、飲酒を周囲から誘われても断ることができるようになり

ましょう。 
思春期 

青年期 
○ 多量飲酒や生活習慣病のリスクを高める飲酒量について知り、適正飲

酒を心がけましょう。〔重点〕
壮年期 

高齢期 

【 個人の健康づくりを支援する地域や行政の取組】

○ 飲酒の適量について啓発し、正しい知識を普及します。 

○ 各種事業を通じ、妊娠期や授乳期のアルコールの害についての情報を提供します。 

○ 飲酒が原因で起こる社会問題について、他機関と連携し相談を行います。 

○ 学校を通じ、成長期におけるアルコールの害を正しく伝えます。 

○ 未成年者の飲酒を防止する教育を行います。 



105

【 目標指標 】 

指標 
現状値 目標値

（平成 35年）市 国 大阪府 

未成年の飲酒経験者の割合 
（国・府では中学３年・高校３年）

中学生 
男子 

13.9％ 10.5％ 3.2％ 0％ 

中学生 
女子 

22.1％ 11.7％ 0.9％ ０％ 

適正な飲酒量を知っている人の
割合 

男性 47.9％ 54.7％ 53.7％ 60％ 

女性 29.8％ 48.6％ 50.1％ 50％ 

多量飲酒する人の割合 
男性 13.4％ 4.8％ 7.6％ 10％以下

女性 3.0％ 0.4％ 2.2％ 減少 

生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している人の割合 

男性 22.6％ 15.3％ － 15％ 

女性 8.0％ 7.5％ － ５％ 

飲酒が及ぼす健康影響について知っている人の割合

内臓の病気になりやすい 82.0％ － － 100％ 

アルコール依存症やアルコール性認

知症になりやすい 
80.1％ － － 100％ 

胃がんなどのがんになりやすい 54.0％ － － 80％ 

 人格変化を起こすことがある 72.2％ － － 100％ 
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 ６ 歯の健康 

歯や口腔の健康づくりは、おいしく食べる、会話を楽しむなど、豊かで質の高い生活を送

るために欠かせないものであり、全身の健康維持と深く関連しています。歯の喪失原因とな

るむし歯や歯周病の発症を防ぐため、乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じたむ

し歯や歯周病の予防を図っていくことが重要です。 

【 スローガン 】 

― 正しい歯みがき習慣を身に付け、定期的に歯科健診を受けよう ー 

歯ブラシと歯間清掃用具 

歯間ブラシ デンタルフロス

歯ブラシ 
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【重点課題】 

・乳幼児期 
おやつとむし歯の関係を知り、おやつの時間を決め

て摂取することが必要 

・学童期 

毎食後の歯みがき習慣や歯間清掃用具の利用が必

要 

定期的な歯科健診の受診が必要 

・思春期 

・青年期 

・壮年期 

・高齢期 

【 個人の取組 】

共通の取組 

○ 歯ブラシだけではなく、歯間清掃用具を使いましょう。 

○ むし歯予防や歯と口腔の健康づくりのため、定期的に歯科健診を受け

ましょう。 

○ かかりつけの歯科医をもちましょう。 

○ むし歯等、異常があれば早めに歯科医院に行くようにしましょう。 

○ しっかり噛んで食べましょう。 

妊娠出産期、

乳幼児期 

○ 子どもの頃から、むし歯予防を意識して食事やおやつのとり方を考え

ましょう。〔重点〕

○ ジュースや菓子類は時間・量を決めて飲食しましょう。〔重点〕 

○ 妊娠出産期の歯と口腔の健康づくりについて意識を高め、正しい知識

を身に付けましょう。 

○ 子どもに歯みがきの大切さを伝えましょう。 

学童期 

○ 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を得て、正しい歯みがきを

しましょう。〔重点〕

思春期 

青年期 

壮年期 

高齢期 
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【 個人の健康づくりを支援する地域や行政の取組】

○ 正しい歯みがきの必要性とむし歯や歯周病に対する知識を普及します。 

○ ８０２０運動の意義を啓発します。 

○ 歯の健康づくりイベントを活用し、歯と口腔の健康について学ぶ機会を提供し、

正しい知識を普及します。 

○ 専門職による正しい歯みがきの方法の指導を実施します。 

○ 定期的な歯科健診の重要性について啓発し、受診勧奨を行います。 

【 目標指標 】 

指標 
現状値 目標値

（平成 35年）市 国 大阪府 

むし歯のない幼児の割合 
（国は１歳、２歳、３歳）

1歳 
6か月児

97.4％ 
(平成 24年度)

100％*１ 98.0％ 増加 

2歳 
6か月児

89.8％ 
(平成 24年度)

92.5％*１ － 増加

3歳 
6か月児

76.6％ 
(平成 24年度)

75.0％*１ 78.4％ 
（3歳） 

増加

定期的に歯間清掃用具を使う人

の割合 
（府は用具購入者の割合）

40歳（国・府では 35-45 歳）

50歳（国・府では 45-55 歳）

40歳 35.6％ 44.6％ 48.8％ 50％以上

50歳 43.5％ 45.7％ 51.2％ 60％以上

成人歯科健診を受ける人の割合（40-60

歳） 
（国・府では過去一年間に受けたことがある 55-65

歳の人）

15.6％ 34.1％*１ － 20％ 

80歳で20歯以上の自分の歯を有する人の
割合 

25.1％ 25.0％ 33.3％ 40％ 
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 ７ 健康チェック 

生活習慣病の予防には、日ごろから自分自身の健康状態に関心をもって、自らの健康管理

を行っていくことが大切となります。また、病気の早期発見、早期治療ができるようライフ

ステージに応じた健診の内容や受診率向上に向けた取組を充実していくことが必要です。 

【 スローガン 】 

― 健康診断を受け、生活習慣を改善する機会にしましょう ー 
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【重点課題】 

・青年期 
健診やがん検診の意義を周知し、受診勧奨や 

ＰＲが必要 
・壮年期 

・高齢期 

【 個人の取組 】

共通の取組 

○ 自身の健康に関心をもち、健診結果を記録し、健康管理に取り組みま

しょう。 

○ 日ごろから健康について相談できるかかりつけ医をもちましょう。 

妊娠出産期、

乳幼児期 

○ 妊婦健診や乳幼児健診を必ず受診し、母子ともに健康の維持に努めま

しょう。 

学童期 ○ 自分のからだをよく知り、大切にしましょう。

○ 適正体重を正しく理解しましょう。 思春期 

青年期 ○ 生活習慣病について学び、健康な時から健（検）診を受け、結果を活

用しましょう。〔重点〕 

○ 心身の不調に気づいたら、早めに受診しましょう。 
壮年期 

高齢期 

○ 生活習慣病について学び、健康な時から健（検）診を受け、結果を活

用しましょう。〔重点〕 

○ 健康に関する正しい情報を選択しましょう。 

○ 心身の不調に気づいたら、早めに受診しましょう。 
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【 個人の健康づくりを支援する地域や行政の取組】

○ 各種健（検）診の受診について啓発するとともに、受診しやすい実施方法を検討

します。 

○ 健康手帳を活用した健康管理を働きかけます。 

○ 健（検）診に関する各種制度を啓発します。 

○ 特定健診の結果により、メタボリックシンドロームの改善に向けて生活習慣の見

直しの支援を行います。 

○ 人とつながりをもち、生涯にわたり健康で自立した生活が送れるよう、生きがい

づくりや地域活動の支援を行います。 

○ 関係機関が連携し、職域における各種健（検）診を推進します。 

○ 健診の結果により、要指導者への指導や要医療者への受診勧奨を行います。 

○ 生活習慣病の発症と重症化の予防・改善に向けた教室等を実施します。 

【 目標指標 】 

指標 
現状値 目標値

（平成 35年）市 国 大阪府 

１年に１回健康診断を受ける人の割合 54.6％ 41.3％ 39.0％ 増加 

１年に１回胃がん検診を受ける人の割合
（国・府では検診受診者の割合）

21.3％ 
男性 36.6％

女性28.3％
21.5％ 30％以上

１年に１回大腸がん検診を受ける人の 

割合 
（国・府では検診受診者の割合）

18.6％ 
男性 28.1％

女性23.9％
18.9％ 30％以上

１年に１回肺がん検診を受ける人の割合
（国・府では検診受診者の割合）

21.9％ 
男性 26.4％

女性23.0％
14.9％ 30％以上

１年に１回乳がん検診を受ける人の割合
（国・府では検診受診者の割合）

18.0％ 39.1％ 26.8％ 30％以上

１年に１回子宮がん検診を受ける人の 

割合 
（国・府では検診受診者の割合、国は子宮頸が

んの受診率） 

27.3％ 37.7％ 28.3％ 30％以上
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第５章 計画の推進にあたって 

 １  計画の進め方 

本計画は、基本理念の実現に向けて、住民や地域、学校、団体、企業、行政などまち全

体が一体となって健康づくりを進めていくものです。総合的かつ効果的に計画を推進する

ため、それぞれの役割を明確にするとともに、連携を図って取組を進めます。 

（１）市民の役割       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

市民一人一人が「自分の健康は自分でつくる」という意識をもち、健康に関する関心を高

め、自らの生活習慣を見直し、健康的な生活習慣を身に付けることが重要です。 

また家庭は、生活習慣を身に付ける最も身近な場所であり、個人の健康づくりを支える重

要な役割を担っています。 

（２）関係団体・機関等の役割   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

地域における活動団体等は、行政との協働により、市民への健康に関する情報提供や活動

を実施し、地域住民の健康づくりを支援するための体制を作ります。 

（３）行政の役割       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

市民の健康づくりを図るため、関係機関や関連団体と連携しながら、必要な情報の提供や

質の高い保健サービスの提供に努めます。 

さらに、施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の関係課間の連携や緊密な調整を

行い、全庁的な取組の充実を図ります。 
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 ２  計画の進行管理 

本計画をより実効性あるものとして推進していくため、目標指標の進捗管理を行います。 

本計画は、分野ごとに目標指標と目標値を設定したため、それらの目標が達成できるよう、

取組内容の点検・評価を行います。そして、計画の中間及び最終年度には、再度、市民の健

康づくりへの意識や行動変容の実態を把握・評価し、その結果を基に社会情勢の変化などを

加味し、目標や取組の見直しを行います。 
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      資料編 

 １  藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員会規則 

平成２５年７月３日

藤井寺市規則第３９号

（趣旨）

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和４２年藤井寺市条例第１９号）

第３条の規定に基づき、藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員会（以下「委員会」

という。）の組織、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

（職務）

第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、「藤井寺市健康増進計画・食育推進計画」策定につい

て調査審議を行い、市長に報告するものとする。

（組織）

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)学識経験のある者

(2)関係機関の代表者

(3)関係団体の代表者

(4)その他市長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から、第２条の規定による報告の日までとする。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
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（会議）

第６条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。

（関係者の出席）

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係のある者の出席を求め、そ

の説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において行う。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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 ２  藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員会 委員名簿 

（敬称略）

氏 名 所属等 

◎    白 江 淳 郎   藤井寺市医師会会長 

○    中 野 長 久   大阪女子短期大学学長 

   古金谷 信 行   藤井寺市歯科医師会会長 

   福 永 敬 三   藤井寺市薬剤師会会長 

   井 関  功   藤井寺市商工会会長 

   川 口 恵 子   藤井寺市スポーツ推進委員 

   横 田 利 枝   藤井寺市地区保健推進員会会長 

   玉 井 千津子   藤井寺市食生活改善推進協議会会長 

   柴 田 敏 之   大阪府藤井寺保健所長 

◎：会長  ○副会長  
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 ３  計画の策定経過

日 程 内 容 

平成 25年 10 月 

第１回 藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員会

・「藤井寺市健康増進計画（第２次）・食育推進計画」

策定の概要について 

・アンケート調査について 

平成 25年 10 月から 11月 「健康についてのアンケート」実施 

平成 25年 12 月 

第２回 藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員会

・藤井寺市の健康を取り巻く現状と課題 

・「健康ふじいでら２１」最終評価について 

・計画の体系について 

平成 26年 1 月 

第３回 藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員会

・「藤井寺市健康増進計画（第２次）・食育推進計画 

（素案）」について 

平成 26年 2 月 パブリックコメント実施 

平成 26年 3 月 「藤井寺市健康増進計画（第２次）・食育推進計画」策定
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